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企業の取組について
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♪おはよう!けんぼれん♪

B型肝炎やc型肝炎は、
ウイルスに感染していても、
自覚症状がないことが多いのです。

けれども感染したまま放置しておくと、
肝硬変や肝臓がんへと
進行することがあります。

ウイルス感染の心当たりがなくても、
健診のときや保健所で、
ウイルス検査を受けることをお勧めします。

早期発見して治療を早く始めるほど、
治療効果は高くなるということです。
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資料12

ウイルス性肝炎治療のための
病気体暇等に関するアンケニト

武蔵野赤十字病院 副院長兼消化器科部長 泉並木

アンケート調査
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A.ウイルス性肝炎の早期発見のための取り組み
社内での肝炎に関する啓発活動の有無

啓発活動
その他

13

n=1:085 n=53

A.ウイルス性肝炎の早期発見のための取り組み

社内での肝炎に関する啓発活動内容

醐
３
滉

社
　
　
・
５

啓発内容
38_ _

73



A.ウイルス性肝炎の早期発見のための取り組み
肝炎ウイルス検査の機会の確保

雇い入れ時の肝炎検査 回
官
なし

定期健診で肝炎検査
回答なし

75

6.9%

年齢を限 その他の機会胸 肝炎検査の機会 合計定して実

施
38

35%
希望者に

実施
178

16.4%

22.0%

A.ウイルス性肝炎の早期発見のための取り組み
検査後のフォローアップ

医療機関への受診の勧奨 勧奨後の受診有無の確認
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B.肝炎治療促進のための取り組み等
治療が必要な従業員への就業上の配慮

n=1,085
就業上の配慮

あり
215

19.8%

B.肝炎治療促進のための取り組み等
治療が必要な従業員への就業上での配慮内容

就業での配慮

時間外労働の相減 フレックス制度活用  出張の制限   短時間勤務  勤務日数の縮滅   部署異動
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B.肝炎治療促進のための取り組み等
過去5年間の肝炎治療を行つた労働者の例数

過去5年間の肝炎治療 2例

あり
25例あり

n=1,085

捌
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0.2%  1

不明

162

14.9%

し
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B.肝炎治療促進のための取り組み等
治療のための体暇

肝炎治療のための休暇制度
あり
124

11.4%

n=1:085

休暇取得時の病名の必要性
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B.肝炎治療促進のための取り組み等
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91‐180日   181‐ 365日   365日 以上   有綸休暇

治療の副作用による業

務上遂行上の支障

プライハ
・
シーヘの配慮
20

21彗腋従業員以外の業務
負担の増加

11

11%

肝炎の治療を受ける際の休暇制度
最大体暇日数(肝炎治療の有綸休暇)

19

三二
31‐ 90日     91‐ 180日

21              26

‐  ‐

10日 以内   11■ 0日

最大体暇日数(肝炎に限らない有給休暇)
169

B.肝炎治療促進のための取り組み等

肝炎治療をうけた従業員への対応時の留意点

肝炎治療の従業員への対応
治療体暇により、所管

する業務に支障
13

1.4%

肝炎治療の従業員への

対応の留意は必要な

かった

67

7.0%
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B.肝炎治療促進のための取り組み等
相談窓国の有無

従業員の相談窓口
 回暮なし

71

6.5%

n=1,085

B.肝炎治療促進のための取り組み等
相談窓口

札
６７９鰯

従業員の相談窓ロ
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ウイルス性肝炎治療のための

病気体暇等に関する取組に対する提言

●啓発活動

●肝炎ウイルス検査

●検査後の受診勧奨

●治療の際の就業上の配慮

●相談窓ロ
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被害を

助言,関係機関
の紹介など

協力・連携

関係機関

法務局・地方法務局及びその支局
人権相談

●常設相談所,特設相談所(市町村役場等)における相談
(電話・面会)

●インターネットによる相談(パソコン・携帯電話)

人権侵害の疑いがあるとき・・・

人権侵犯事件として調査
(関係者からの事情聴取,資料の収集など)

措 置 等

援助…・法律上の助言や関係する機関への紹介など。
調整・・・被害者と相手方との関係の調整。

◆人権侵犯事実が認められた場合
要請・口・被害の救済"予防のために実効的な対応ができる者に対し,必要な

措置を執るよう要請する。
説示・口・反省を促し,善処を求めるため,文書又は口頭により事理を説示する。
勧告…・人権侵犯をやめさせ,再発を防止するため,人権侵犯の事実を摘示

し,文書により勧告する。
その他,通告,告発など。

◆人権侵犯の事実が認められない場合 (侵犯事実不明確・侵犯事実不存在 )

簡易・迅速・柔軟な人権救済 (法務省の人権擁護機関の取組)

被害者

∝
０

人権救済



平成 21年 における「人権侵犯事件」の状況について (概 要 )

～人権侵害に対する法務省の人権擁護機関の取組～

:

:○ 新規救済手続開始件数 21,218件  (対前年比 0.9%減 少 )

○処理件数 2 1, 309イ牛   (対 前年ニヒ0. 1%増カロ)

【新規救済手続開始件数からみた特徴】

① 児童に対する暴行・虐待に関する人権侵犯事件の増加

725件 (対前年比 15.6%増 加)

② 社会福祉施設における人権侵犯事件の増加

153件 (対前年比 19.5%増 加)

③ インターネットを利用した人権侵犯事件の増加

786件 (対前 年比 52.6%増 加 )

④ 労働関係の人権侵犯事件の増加

0

1,257件 (対前年比 11.0%増 加 )

:

法務省の人権擁 護機関 (以 下「人権擁護機関」 という。)は ,人権侵犯事件調

査処理規程 (平 成 16年法務省訓令第 2号 ,以下「処理規程」という。)に 基づ

き,人権侵害 を受けた者か らの申告等 を端緒に人権侵害による被害の救済 に努め

ている。

平成 21年 (暦 年)に おける人権侵犯事件に対する取組状況は,以 下の とお り

である。

1 平成 21年 中に取 り扱つた人権侵犯事件数の動向

平成 21年 は,平 成 20年 (以 下 「前年」 という。)に 比べ,新規開始件数

は 0.9%の 減少 とわずかなが ら減少 し,処理件数は 0。 1%の 増加 とほぼ前

年並みの件数となった。

(1)開始件数 (図 1)

平成 21年 中に,新規に救済手続 を開始 した人権侵犯事件数は 21,21
8件 であり!対前年比で194件 (0.9%)減 少した。

(内 訳 )

31:「
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◆ 公務員・教育職員等による人権侵犯事件数が 3, 512件 (対前年

比 55件  (1.6%)増 加 )

◆ 私人間の人権侵犯事件数が 17,706件 (対前年比 249件 (1.

4%)減 少 )

(2)処理件数 (図 2)

平成 21年 中に処理 した人権侵犯事件数は 211309件 であ り,対前年

比で 11件 (0.1%)増 加 した。

(内 訳 )

◆ 公務 員・教育職 員等 による人権侵犯事件数 が 3, 547件 (対前 年

比 65件 (1.9%)増 加 )

◆ 私 人間の人権侵 犯事件数 が 17, 762件 (対前 年比 54件 (0.

3%)減 少 )

処理 内訳 別 にみ ると,措置 の 内容 と しては ,「 援助 」
唯1)が 19, 833

件 (全処 理 件 数の 93.1%)で 最 も 多 く!次 いで 「要 請 」
(注 2)が 183件

(0.9%),「 説 示」
(注 3)が 141件 (0.7%),「 調 整 」

(注 4)が 109件

(0.5%)と な って いる。

また,特 に重大 0悪 質な事案 に関 して ,文 書 をも って是正 を求 め る「勧 告 」

を した事件 が 1件 ,関係 行政機関 に対 して,文書 をも って適切 な措置 の発 動

を求め る「通告」 を した事件が 2件 とな っている。

この ほか ,「措置 猶予 」
(注 5)が 27件 (0.1%),「 侵 犯事 実 不存在 」 が

314件 (1.5%),「 侵 犯事実不 明確 」が 539件 (2.5%),「 啓発 」

は6)を
行 つた ものが 207件 (1.0%)あ る。

(注 1)法律上の助言を行つたり,関係行政機関や関係ある公私の団体等を紹介する
こと。

(注 2)被害の救済又は予防について実効的な対応ができる者に対 し必要な措置を執
るよう求めること。

(注 3)相手方の反省を促 し善処を求めるため事理を説き示すこと。

(注 4)被害者と相手方との話合いを仲介すること。

(注 5)事案の軽重や反省の程度,懲戒の有無等を考慮 して措置を講 じないこと。

(注 6)事件の関係者や地域社会において,事案に応 じた啓発を行うこと。

(3)特 別事件

平成 21年 中に,新規 に救済手続 を開始 した人権侵 犯事 件数の うち,特別

事件 (処理規程 第 22条 に規定 され て い る重大 な人権侵犯事件 )の 件数 は 1,

332‐



385件 で,前年に比べて 70件 (5.3%)増 加 した。

2 人権侵犯事件の類型別にみた新規救済手続開始件数の動向

(1)暴行・ 虐待事案 (図 3, 4)

平成 21年 中における暴行 日虐待事案は 5, 099件 で (対前年比 3.2
%減少 ):全事件類型別の中で最 も多 く全事件数の 24%を 占め,依然 と し

て憂慮すべ き状況で推移 している。

この うち,い わゆる社会的に弱い立場にあるとされる女性 ,児童 .高齢者 .

障害者 を被害者 とする割合は 85%(4, 334件 )と 非常に高い割合 を占

めている。

(2)住居・ 生活の安全関係事案 (図 3, 5)

平成 21年 中における住居・生活の安全関係事案は 3,985件 で (対 前

年比 3.6%減 少),全事件数の 18.8%を 占めている。

この うち,相隣間における騒音等の相隣関係か ら生 じる人権侵犯事件数は
・

1= 776件 で,前年に比べ 6.2%増 加 している。

(3)強制・強要事案 (図 3, 6)

平成 21年 中における強制 口強要事案は 3= 646件 で (対前年比 8.5
%減少)=全事件数の 17.2%を 占めている。

(4)プ ライバ シー関係事案 (図 3, 7)

平成 21年 中におけるプライバシー関係事案は 11869件 で (対前年度

14.9%増 加),全事件数の 8.8%を 占めている。

この うち,イ ンターネ ッ ト等によるもの (注 )は ,前年の 460件 を大 き く

上 回 る 746件 (62.2%増 加 )と 引 き続 き大幅 な増加傾向 を示 している。

(注 )イ ンターネット等によるものとは,イ ンターネット等を利用して,特 定個人を
誹謗中傷する情報,特定個人のプライバシーを侵害する情報など違法 。有害な
情報を流通させるものであって,イ ンターネットを利用した不当な差別的言動
及び差別助長行為等は含まれない。

(5)学 校 にお ける「い じめ」事案 (図 3, 8)

平成 21年 中 に新規 に開始 した学校 に おけ る「 い じめ」
(注 )に 関す る人権

侵犯事生数は 1・ 787件 (対前年比 フ.1%減 少)で あり,前年に続 き 2

年連続 で減 少 したものの ,依然 と して高 い水準 に ある。

(注 )学校における「いじめ」に関する人権侵犯事件とは,い じめに対する学校側の

3)3・



不適切な対応等の事案であり,学校長等を相手方とするものであって,い じめ

を行つた加害児童・生徒を相手方とするものではない。

3 特徴的な動向

(1)児童に対する暴行・虐待に関する人権侵犯事件の増加 (図 9)

平成 21年 中に新規に開始 した児童 に対す る暴行 日虐待事案 に関す る人

権侵犯事件数は 725件 で,前年に比べ 15.6%増 加 している。

この中には!同 居の親族 による児童虐待事案について!被害児童 が児童

相談所に保護 され るに至るなどの「援助」を行 つた事案が含まれている。(別

添事例 3)

(2)社会福祉施設における人権侵犯事件の増加 (図 10)

平成 21年中に新規に開始 した高齢者施設 ,知的障害者更生施設等の社会

福祉施設における人権侵犯事件数は 153件 で,前年に比べ 19.5%増 加

となつている。その内訳は,障害者福 4■ 施設職員によるものが 61件 (39。

9%),高 齢者福祉施設職員によるものが 40件 (26.1%),児 童福祉

施設職員によるものが 15件 (9.8%)と なってお り,職員以外による人

権侵犯事件数は 37件 (24.2%)と なっている。

この中には,障害者施設における入所者に対する虐待事案について,「 勧

告」を行 つた事案及び高齢者施設における入所者に対す る虐待事案について ,

「説示」「通告」 を行つた事案が含まれている。 (別 添事例 8= 9)

(3)イ ンターネ ッ トを利用 した人権侵犯事件の増加 (図 11)

インターネッ トの普及により様々な情報 に容易にアクセスできるよ うにな

つた反面,イ ンターネッ トを利用 した人権侵犯事件は, ここ数年急激 な増加

傾向を示 している。

平成 21年中に新規に開始 したインターネ ッ トを利用 した人権侵犯事件数

は1前年の 51j件二人と二上回る 7■ 6性メ 5笙 60/6増加〕で,大幅な

増加 となつてお り, この うち,名 誉毀損事案が 295件 ,プライバ シー侵害

事案が 391件 とな つてお り,こ の両事案で全体の 87.3%を 占めている。

また!特定の地域が同和地区であるとす る書 き込みが されるなどの差別助長

行為事案は 24件 あつた。なお, これ らの うち=当機関がプロバイダ等に対

し削除要請を行 つたものは 81件 である (対 前年比 8%増加 )。
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この中には,本人の意 に反 して実名及びメールア ドレス等がインターネ ッ

ト上の掲示板 に掲載 された事案について:「 プロバイダ責任制限法 名誉毀

損・ プライバ シー関係 ガイ ドライン」 (プ ロバィダ責任制限法ガイ ドライン

等検討協議会 )に基づきプロバイダ等に対 し削除要請 を行 つた事案が含まれ

ている。 (月1添事例 5)

(4)労働関係の人権侵犯事件の増加 (図 12)

現下の厳 しい経済情勢の影響によって,雇用情勢等も悪化 している状況に

あ り,労働関係の人権侵犯事件は「 平成 18年以降増加傾向を示 している。

平成 21年 中に新規に開始 した労働関係の人権侵犯事件数は 1, 257件

で,前年に比べ 11.o%増 加 とな つている。その内訳は,リ ス トラに関す

るものが 132件 (10.5%),労 働強制や中間搾取等の労働基準法違反

に関す るものが 98件 (7.8%),労 働組合法第 7条違反による不当労働

行為に関す るものが 53件 (4.2%),そ の他
(注 )が 974件 (77.5

%)と なっている。

(注 )そ の他の事案には,職場において職権を利用し,部下の人格や尊厳を侵害する
言動を繰 り返すなどして精神的な苦痛を与え,職場環境を悪化させたり雇用不
安を与えたりしたとして申告があった事案 (パ ワーハラスメント)な どがある。

4 添付資料

(1)平 成 21年 中に法務省の人権擁護機関が救済措置 を講 じた具体的事例 (別

添 1)

(2)人権侵犯事件統計資料 (平 成 21年 1月 ～ 12月 )(別 添 2)

(3) 「女性の人権ホッ トラインJの 利用状況について (別 添 3)

(4) 「子 どもの人権 110番 」の利用状況について (別 添 4)
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回 人権侵犯事件の新規開始件数の推移
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鮮

暴行・虐待事業の推移 ・膚特全事件
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4,2“「
~~~~~~~~― -431■
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鮮
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住居・生活の安全日條

一
うち相隣間に関するもの
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回 プライバシー関係事案の推移

2,5∞ 牌

2,000
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1,000

5∞

0

平成17年      平成18年      平成19年      平成20年      平成21年

回 学校におけるいじめ事業の推移

25∞ 寧

2,m

l,5∞

1,OЮ 0

5∞

0
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社会福祉施設における人権侵犯事件の推移
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(別 添 1)

平成 21年 中に法務省の人権擁醸機関が救済措置 を講 じた具体的事例

(暴 行 日虐待事案 )

事例 1 夫による妻に対す る暴力事案

妻か ら被害の申告があ り1調査 を開始 した事案である。申告内容は,夫か ら

日常的に暴言 を吐かれ=身体 を足蹴 りされ るなどの暴行を受けているというも

σ )。

緊急の対応が必要であるとの判断か ら,被害者の一時保護 を念頭に「配偶者

暴力相談支援セ ンター」への通報 を したところ=被害者は,速やかに一時保護

され るに至 つた。その後,被害者は,自 宅に帰宅す ることを希望 し,そ の前提

として相手方夫に対 し,暴力をやめるよ う啓発 してほ しい旨を希望 した。そ こ

で,被害者 と相手方夫の関係の調整 を試みたところ,相手方夫は,暴 力行為 を

認め,そ の不当性 を十分に認識 し,深 く反省 している態度 を示 し,被害者 も こ

れ を了解 した。その後,被害者に現況を尋ねたところ,相 手方夫か らの暴力は

一切な くなったことが確認 された。 (措置 :「 調整」「啓発 J)

事例 2 息子による高齢の母親に対す る虐待事案

市の地域包括支援センターか ら通報があり,調査 を開始 した事案である。通

報内容は,認知症が進行 した高齢の被害者が,唯―の収入源である年金が入金

され る通帳等を息子に管理 されている上,息子は!被害者に十分な栄養のある

食事 も与えず,ま た,被害者の介護保険利用料や光熱水料なども滞納するな ど

の経済的虐待を行つているというもの。

被害者への対応について,市の担当者及び医療 ソー シャルワーカー との話合

いを行 つた結果,被害者 を介護老人保険施設へ入所 させることが望ま しいとの

結論に達 した。そこで,息子に対 し,粘 り強 く要望 した結果,息子は,滞納 し

ていた被害者の介護保険料及び光熱水料 を精算 し,被害者 を介護老人保険施設

に入所 させ るとともに,同施設の費用についても,被害者の年金で不足す る分

については, 自らが支払 う旨を約束するに至 つた。 (措置 :「 援助」)
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事例 3 同居の親族による女子生徒に対する虐待事案

子 どもの人権 SOSミ ニ レターが送付 され ,調査 を開始 した事案である。内

容は,同居する叔父から性的虐待を受けているというもの。

被害者 (中 学生)の安全 を第一に考え,速やかに学校 に対 して情報提供を行

い。今後の対応については,学校 :教育委員会,児童相談所及び法務局 をメン

バー とす るサポー ト委員会 を立ち上げて検討 した上,児童相談所 とともに被害

者 との面談 を行 つたところ,被害者は,相 手方か ら離れたい旨を希望 したこと

か ら=速やかに児童相談所に保護 されるに至 った。 (措置 :「 援助」)

(プ ライバ シー関係事案 )

事例 4 女子児童に対する落書 きによる名誉侵害事案

女子児童の母親か ら被害の申告があり,調査 を開始 した事案である。申告内

容 は,近所の民家の塀に女子児童 を名指 しした上で 「死ね」「ウザイJ「 消え

ろ」等の落書きが されてお り,学校に相談 をしたが,当 該塀が民家の所有物で

あ り,落書 きを消 してもらえないというもの。

調査の結果,申 告に係る落書 き以外に新たな落書 きが されていたため,民 家

の管理者 に対 して,落書きの事実 を伝え,その消去 を含め速やかな対応 を依頼

した ところ,落書 きが消去 され るに至つた。また,学校 に対 しては,い じめ及

び落書 きについて全児童への指導 を依頼 した ところ,女子児童に対する同級生

の対応 も改善されたとして,母親か ら謝意が述べ られ るに至 った。 (措置 :「 援

助」)

事例 5 インターネ ッ ト掲示板におけるプライバシー侵害事案

被害者か ら被害の申告があ り,調査を開始 した事案である。申告内容は,イ

ンターネ ッ ト上の掲示板に,何者かが被害者本人を名乗 つた上で1実名やメー

ルア ドレスのみな らず,被害者の私生活に係 る不実の内容を掲載 してお り!そ
の書 き込み を見た交際相手の両親か ら結婚を反対されたというもの。

調査の結果,当 該書き込み は,被害者のプライバ シー を著 しく侵害す るもの

と認められたことから,当該掲示板を開設しているプロバイダに対して当該情

報の削除を要請した。なお, プロバイダヘの削除要請は「プロバィダ責任制限

法 名誉毀損・プライパシー関係ガイ ドライン」 (プ ロバィダ責任制限法ガイ
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ドライン等検討協議会作成)に定め られた方式に則 つて行 つた ところ,対象情

報 は速やかに削除 された。 (措置 :「 要請」)

(学校におけるい じめ関係事案 )

事例 6 いじめに起因する不登校事案

女子児童の母親か ら被 害の申告があ り,調査を開始 した事案である。申告内

容は,女子児童が同級生か ら無視 され るなどのい じめ を受けた ことによ り不登

校状態 となつたが,学校はい じめ解消のための適切な措置 を講 じていないとい

うもの。

調査の過程で,母親 と学校 との間で意思の疎通が うま く図 られていないため

に,母親が学校 に対 して強 い不信感を抱いていることが認め られた。そこで ,

学校 と母親の話 し合 う場を設 けて信頼関係の回復 を試みたところ,母親は学校

側のい じめへの対応に理解 を示 し,双方間で良好な関係が構築 され ,女子児童

の不登校状態が解消 されるに至 った。 (措置 :「 調整」)

(差 別待遇事案 )

事例 7 外国人に対する理容サー ビス拒否事案

外国人か ら被害の申告があ り,調査 を開始 した事案である。申告内容は,理

容店で理容サー ビスの提供 を受けようとした ところ,外国人であることを理 由

に理容サー ビスの提供を拒否 されたというもの。

調査の結果,理容店の店長は,外 国人に対 しては一律に理容サー ビスの提供

を拒否するとの方針の下,申 告者に対 しても理容サー ビスの提供 を拒否 した こ

とが認められた。そこで,店長に対 し,理容サー ビス提供の在 り方 について改

善 に努めるよ う説示 した。 (措置 :「 説示」)

(社 会福祉施設関係事案 )

事例 8 民間の無認可介護施設における入所者に対す る不当な身体拘束事案

県か らの情報提供により,調査 を開始 した事案である。内容は,介護施設に

おいて!入所者に対する不当な身体拘束が行われている疑いがあるというもの。

調査の結果=同施設において,①一定期間 1人 又は 2人 の従業員に入所者ら

の介護や調理,清掃等施設における日常業務の全部を行わせたため,入所者を
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約 4か 月の間,外部か ら動静を確認できない部屋に閉 じ込め,室外か ら施錠 し

た こと,②月に数回シャワーを浴びる際のほか部屋か ら出さなかつたこと,③
施設外に徘徊 した り,異物を口に入れた りす る入所者 を外部か ら動静を確認で

きない部屋に入れて閉 じ込めたこと,④常時又は断続的に=両手 を綿布でベ ッ

ド柵 に縛 り付ける身体拘束があったことなどの事実が認め られた。

そ こで,同施設を運営す る法人に対 して,入所者の人権に配慮 した業務遂行

を行 うよう従業員に対す る指導・監督 を徹底 し,同 種事案の再発防止に努め ら

れたい旨勧告 した。 (措置 :「 勧告」)

事例 9 高齢者入居施設における入所者に対する虐待事案

高齢者入居施設の入所者の親族か ら被害の申告があ り,調査 を開始 した事案

である。申告内容は,施設において!入所者に対する虐待が行われているとい

うもの。

調査の結果,同 施設を運営する会社の代表取締役は,従業員に指示 して:断

続的に,入 所者 をベ ッ ドに寝か しつけた上!同入所者の手首をタオルの一端 で

縛 り=も う一端をベ ッ ドの柵に結びつけるなどして1入 所者が 自由にベ ッ ドか

ら動かないようにす る身体拘束を行 つたほか,別 の入所者 5名 に対 して,同 入

所者 らの居室の外側から施錠 し,自 己の意思では開けることのできない状態に

して行動 を制限する身体的虐待を行 つたことが認め られた。

そこで,同代表取締役に対 して,人権について正 しい理解 を深め同種事案の

再発防止 に努め られたい旨説示す るとともに,高齢者福祉事業につき指導・監

督の任に当たるべき知事及び市長に対 して1所 要の措置 を講ずるよう通告 した。

(措置 :「 説示」「通告」)

(刑 務職員関係事案 )

事例 10 少年院における暴行陵虐事案

新聞報道 を端緒に法務局が調査を開始 した事案である。内容は,少年院の法

務教官が, 1年 以上にわた り,在院者数十名に対 し,暴行陵虐行為に及んでい

た というもの。

調査の結果:暴行陵虐の事実が認め られたので,少年院において発生 したこ

との重大性にかんがみ,現少年院長に対 して,今後,一 層暴行陵虐の防止 に向
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けた適切な措置 を講ずるよう要請 し1併せて,当 時の法務教官 4名 及び当時の

少年院長に対 し,本件行為の不当性 を十分に認識 し, 自戒す るとともに,人権

について正 しい理解 を深め=今後,いかなる人権侵害行為にも及ぶ ことのない

よう説示 した。 (措置 :「 要請」「説示」)
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61添 3)

「女性の人権ホットライン」統計資料 (平成 12年～21年)

0 設置目的

男女共同参画社会基本法の制定を踏まえ,性差別に起因する人権侵害の被害者の救済を推進するため,平成 12年 7月 3日 ,全国50の法務局・地方法務局
の本局に,専用相談電話「女性の人権ホットラインJを設置し,夫やパー トナーからの暴力,職場等におけるセクシュアル・ハラスメント,ス トーカー行為等
様々な女性の人権問題をめぐる相談を専門的に受ける体制を整備したもの。また,相談者の利便のさらなる向上のため,平成 18年 4月 から,電話番号を全国
共通としている。

O 各年の利用件数と主な相談内訳

」
（）
ご

平成

旧談内訳
1 2年 (※ ) 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年

暴 行 虐 待
340

1.145 2,166 2,412 2,478 2,285 2,241 2,447 2,657 2,369

風

「

J・ 顕 要
rャ タ ハ ぅ 。ス ト_ヵ ― 詮 どヽ 1.147 2,348 3,049 3,086 2,758 2,404 2,004 2,271 2,195

セ ク ハ フ 124 329 643 805 694 705 707 545 447 446

ス  ト  ー  カ 131 202 334 403 425 286 257 281 379 291

そ の 他 1,731 6,800 17,454 22,446 20,225 18,287 19,676 17,292 18,243 18,125

合計 (件 ) 2,326 9,623 22,945 29,115 26,908 24,321 25,285 22,569 23,997 23,426

※平成 12年は, 7月 ～ 12月 の集計
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(男J漏陽4)

「子どもの人権 110番J統計資料 (平成 13年～21年)

○ 設置目的

子どもをめぐる人権問題は,周囲の目につきにくいところで起こっていることが多く,被害者である子ども自身も,身近な人に話しにくいといった状況

§:[:書Ёi[]「こII意量[言貫嘗言曇警詈:菫魯主L[:「8慢章:E:旨彙]曇 ;豊,7711:重ヨ:ド捨7燿想鷲F雷だ言結裏薯分薪農λ
O 各年の利用件数と主な相談内訳

μ
●
い

平成

相談内訳
13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年

暴 行 虐 待 360 313 289 333 344 359 690 722 688

じ め 1,341 1 142 1,147 1,052 1.175 2,582 4,728 3́,517 3,345

体 罰 等 1,067 1,082 1,034 1,091 l,175 1,905 2,915 2,467 2,329

そ の 他 5,406 6,442 6,523 5,643 6,433 8,039 14,587 14,647 16,485

合計 (件 ) 8,174 8,979 8,993 8,119 9,127 12,885 22,920 21,353 22,847
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ヒνい■ジ>政燎1籠簑>目民の基率的な権利の実現>人権擁饉》ひとりで悩tfliご掏餃くださ、〉常設人権相讀所(法務局・地方法務1

常設人権相談所(法務局・地方法務局・支局内)

平成22年7月 20日

〔札幌管内1仙台管内1東京管内l名古屋管内1大阪管内1広島管内1高松管内!福岡管内〕
子どもの人権i=関する相談につぃてはこちらヘ

名  稲 3便 番号 所 在 地 電話番号
北澤通内からは,右の道内統一相談電話番号にかけていただけれは,自動的に最書りの法務局に

,ながります。

また,法務局ごとの電話番号もご利用いただけます。
(05701003-110

t幌法務局 060-0803 L鴨雨コじ区コι8彙西2-1-1札幌

「

1含 同庁舎 (011)709-2311

着見沢支月 008-∞ 34 旨見沢市 有 明町爾 1-12 0126)22-0619

滝 川支 月 073-3535 [川市縁 町 1■ -1 (0125)23-2330

室■支月 051-0023 E口雨入江町1-13=口地方合同庁舎 (0143)22-5111

苫小牧支月 053-0018 ξ小牧下 旭町 3-3-7苫 小牧法 務合 同庁舎 (0144)34-7151

日高支月 050-0005 ヨ百椰新ひだか町静内こうせい町2■ -1 C0146X2-0415

中貯支月 047 0007 卜韓市港町卜2 0134D23-3012

彙知安支月 H0011 E田椰倶知安町薔1彙東3-1倶知安地方合同庁舎 (0136)22-0232

日■電 万漱覇局 昨 8533 目目雨新川町25-10函口地方合同庁舎 (0138)26-5686

江差支月 043-0041
=山

郡江理町手姥神町167-1江差地方合同庁舎 (0130万 2-1048

寿都支月 048-0401
「

椰轟澤●町 子新 宋町 209-10寿椰 地方含 同庁舎 0136汚 2-2203

置川地 方法層 局 078-3502 旦川市 宮前通東 4155-31旭川 合同庁舎 (0166)38-1169

名寄支月 096-0011 L寄市西1彙南1:-1-5 01654)2-2349

紋別支月 094-0015 罠崩T7ιロロロ,2-2-4 (0158)23-2521

口薔支月 077-0043 日爾市 大町2-12日南地方 合同庁 舎 (0164X2 0492

量内支月 007-0001 E肉雨栞広卜6-1稚内地方合間庁舎 (0162)33-1122

口騒 地 万 風 務 局 035-3522 関路市幸町10-3鋼路地方合同庁舎 ●154泊 1-5014

帯広支月 08r8510 ●広市東5彙南9-卜1帯広法務総合庁舎 (0155324-5823

北見支月 000-0017 に見 雨 西 砂 町 14-14 015723-6166
根童支月 087-0009 長塁市弥栄町1-18根童地方行政合同庁舎 (0153)23-4874

鳳票法務局 102-3225 F代田区九段爾:-1-15九段■2合同庁舎12餞 03-5213-13'2

八王子支月 192-0364 王ヽ子市薔大沢2-27フレスコ市大沢‖F K04υ67情 240

府中支月 183-0052
「

中市新町2‐

“

C04a335-4753

西多摩支月 197-0004 整 市爾田口3-61-3 C04a551-0360

■浜地方法霧 局 231-3411 贅浜市中区北仲遍卜57横滉第2合同庁舎 K045X41-7926

湘南支月 251-3523
「

沢市辻堂神台2-2-3 0466)35‐4620

J::崎支 月 21m0012 ‖崎市川崎区官前町12-11■ :崎法務8合庁舎 C044)244-4166

横須費支月 238-0000 市日の出町14横須賀合同庁舎 K0461825■ 511

小日原支月 250-0012 トロ原市本町2-324 C0465)23-0101

厚 本 二 月 243-0003 膝 市■町 3-,1厚 本法務総 合庁舎 K046)224-3163

相槙原支 252-0236 口榎願市中央区富士見6-10-10相槙原地方合同庁舎 (042)753-2110

:いたま地方法務局 330-3513 野いたまT涌瓢区西砂3-16-58さいたま法務8含庁舎 K048)863-9589



市本町4-卜 28 (048021-0215

350‐ 1110

1108 長野第二合同庁舎

C025)752-2575

IJヽ

こ 1

ヨ古E法務局 460-3513 E古屋市中区三の丸2-2-1名古E合同庁舎第1号曽 (052Ю 52-3111

手 日井支 層 486‐0044 摯日井市島居松0「446 0563)81-3210

澤 1 496-0047 1島市西柳原町3-10 ●567)26-2423

401-0042 ―宙市公口通4-17-3-宮 法務合同庁舎 (0586D71000

半田支層 475-0017 F田市東洋町卜12 0500)21-1005

田崎支月 4-“

“

口崎市羽組町北乾地田H円 崎合同庁舎 (0564)52-6415

刈谷 二月

“

8‐ 58 叫谷市着松町1■6-1刈谷合同庁舎 (0566)21-0086

畳田支月 471-3585 E田市常壼町1-10卜3二田含同庁書 C0565)32-0006

西日支月 445-8511 EE市腋味町爾十五夜∞ 0563)57-2622

二書 二月 440084 E稲市大日Brlll■稲旭万含回庁書 0532)544278

新城 更層 441-1385 F●市宇八幡 11-2 0536)22037

腱 方法務局 514-3503 |●丸之内26-3津合同庁舎 m59)2284711

松阪
=月

515■ 3510 燿販市高町493■ 0598)53-1501

伊贅支月 518-0007 菫 1ぼEIED「3-117-1 0595)21‐ Om4
四日市支月 510008 口日市市二 彙町 4-21 059澪53-4305

彙名支月 5410912 1名市 星見 ヶ丘 1-101-2 0594)32-5361

伊勢支月 516-8503 ,勢市 日本 卜 1-13 0596)28-6158

黒野支月 519却 24 B]「TJキF●r673-7 0597)85-2310

由阜地方法務局 500-8729 主二市 金童 町 5-13岐 阜 合 同庁舎 058)245‐3101



市八幡町有坂1209-23上人幡地方合同庁舎

文里1-11■

＝
Ｏ
ｒ
．

にE法務局 540-35“ に阪市 中央 区谷町 2-1-17大阪
=2法

務 合同庁舎 C06獅942-9496

北大阪支編 567-0022 貶本市中村町1-35 07υ638-9433

東大巨支月 577-3555 【大阪市高井田元町2-3-10東大阪法務合同庁舎 06鴻 732-5100

堺支月 590-8560 F市堺区爾瓦町2-55 072)221-2789

E田林支月 584-0036
『 田林市甲田1-7-2 0721)23-2727

岸和 田支月 596-004フ
「

和 田市上野 町東 24-10 0724)38-6501

「
椰 地方法 覇局 002-3577 買椰雨 上京 区荒神 口通河原 町東 入上 生洲町 197 075)231-0131

宇治支月 611-0021 F治市宇治琵琶33-2宇 治法務合同庁舎 (0774)24-4122

■毬支月 622-0004 輌丹 T■ 部町 小輌町 23 0771ヽ 2-0203

富津支月 626-0046 雪津市字中ノT2534宮津地方合同庁舎 0772)22-2561

京丹後支月 627-0021 露丹後市崎山町吉原71 0772)62く Ю65

舞鶴支 624-0937 暉ETttFlコ 110-5 0773)76-0858

福知山支月 620-0035
=知

山市宇内澤10-29福知山地方合同庁舎 0773)22-1293

中戸地方法務局 6500042 中戸市中央区波上場町1-1神戸第2地方合同庁舎 078)393-0600

西宮支薇 662-0942 5冒面 浜町 7-35西宮地方 合同庁 舎 0798)26-0061

伊丹支月 664-0881 辮 市 毘■ 卜 1-12 072)779-345:

尼崎支月 660-0392 巳饉市東腱波町4-18-36尼崎地方合同庁舎 C06周482-7417

明石支月 673-0391 男石市大明石町2■-25 078,912-5511

柏原支月 669-3309 ]演市 柏原町 柏原 516-l 0795)72-0176

姫路支月 670-0947 嘔層市 北彙 1-2m姫 路法務総合 庁舎 079)225-1927
加古川支月 675-0017 コ百 川市野 口町 長野 1749 (079)424-3555

社支月 673-1431 ■東市社539-2社法務総合庁舎 (0795X2-0201

籠野支月 679-4167 ヒつの市龍野町
=永

879-2 0791鴻 3-322:

豊日支月 668-0024 E岡市 野町 8“ 量 田地方 合同庁 舎 0796)22-2780

洲本支月 656爛24 用本 市 出 手 1-2-19 0799)22-0497

F農地方法務局 630-3305 晏良市東紀寺町3-4-1奈 良第2法務総合庁舎 0742)23-5457

葛城支月 635-0096 o745,52-4941

=島
法務局 730-3536 E島市中区上人T嘔6-30広島合間庁舎3・●館 4階 f032)228-5792

廿 日市 支月 738-0024
=日

巾巾新冒1-1540廿 日市地方合口庁舎 (0329)31-2164

童広島支月 739-0014
「

広 島市 西彙昭 和町 12-2 082〕423-7707

呉支月 737-0051 ■T中央3-9-15呉法場合同庁舎 40323)21-9288

竹原支月 725-0026 C0846)22-2367

屋遺支層 722-0002 E道市古浜町27-13屋遺地方合間庁舎 (0048p23-2832

福 山支月 720-8513 1山市三言町1-7-2 福山法薔合同庁舎 (084D23-0100

三 次 支 月 728-0021 二次市二 次町 1074 0824湾 2-5070

L口地方法務局 753-8577 L口 市中河原町6-16山口地方含同庁舎2■8 (083D22-2295

日常支1 74剛 23 田爾市日陽 2-3-33 0834D28-0244

萩支月 758-00,4 鳳市 平口百町 599-3薇地 方含 同庁舎 C003022-0478

岩口支層 741-0061 饉国市椰 見 1-10-35 0827瀾-1125

下関支月 750-0025 F田市竹崎町4-6-:下 口地方合間庁舎 C033a34-4000

宇都 支月 755-0044 F都市新町:0-33宇都地方合同庁舎 (0036)21-7211

□山地 万法務局 700-8616 田山市北 区南方 1-3-58 086)224-5761

日前 二月 705-0022 日前● I片 上 382 0869X4-2770

層 颯 二 月 710-8520 E敷市幸町346 086)422-1260

笠岡支月 714-0008 E田市十一番町 3-2 0865鴻 2-5295

嵩彙支月 716-0002 E彙市落合町近似500-20 C0866D22-2318

澪山更月 708-0052 1山市 田町

“

C0800)22-9157

真鷹支層 717-0013 EE市勝山

“

1 C0867ル 2:56

L取地方法務局 680 0011 L取市東町2-302鳥取菫地 方合同庁舎 C0857)22-2475

倉吉支月 682-0316 [百雨欧壼寺町 2-15■ 百地 万含 同 庁舎 C0858)22-4108

米子支月 688-0345 に子市旗ケ崎2-10-12 0359D22-6161

筐江地方法務局 690-0086 含江市母衣町50松江法薔合同庁舎 f0852D32-4200

8南支層 699-1311 ■百市木 次町 二万 952-5 C0354X2-0314

出菫支月 693-0028 出
=地

方 合 日 庁 舎 40353)20-7732

浜田支 697-0026 民田市田町116-1浜田法務合同庁舎 f0855D22-0959

益田支月 698-0027 E田市あけほの東町4-6奎田地方合同庁舎 (0356)22-0429

西郷支月 685-0016 崚椰鳳岐の島町城北町55暉崚の島地方合同庁舎 4085122-0240

「
松法務局 761-3077

「
松市 出作町 58,4 ●87)815‐ 5311

丸亀支月 763 0034 ι亀市大 手町 3-1-1 40877D23-0228

蜃 舌寺 支月 768-0067 屁言 予 T坂 不 町 5-19-11 0875)25‐4528



1-4-10土佐山田地方合同庁舎

万十市右山二月町3-12中 村地方合同庁舎

市大字上田1055-1宇佐合同庁舎

:-53無本第2合同庁舎

＝
一
Ｇι‘

■目法務局 814-0005 田市早良区祖原14-15福岡法務局西新出張所5階 (092)8324311

筑彙支月 818-3507 質軍野下 三 日市 中央卜 14-7 C09a922-2381

輌倉支月 838-0061 口rT吾 ■寺 4804 0946)22-2455

飯塚支月 320‐ 0018 E軍市牙
=町

13‐6籠 塚含 同 庁舎嗜 (094の 22-1580

直方支月 822-0015 Eヵ 中断町2-1-24 0949)221144

スロ米支月 330‐ 0022 え日米市城南町21→ 0942X9-2121

吉井支月 839-1321 着 は市吉井町鉢卜5 0943)7,2869

欄川支月 832-0042 口川市―新町1-9 C0944)72-2640

′ヽJtヨt月 834-0047 女ヽ市大字稲
=127

0943)23-2603

北九州支月 003-8513 L九州市小倉北区城内5-31ヽ倉地方合同庁舎3贈 (093)561-3542

行橋支月 824-0003 斎 T'にlE2-22-10 (0930)22-0476

田川 支月 3230013 ヨ川T中央Br4-20 (0947"-1426

■電万活覇踊 40041 EttT城内2-10-20佐買含同庁舎 (0952)26-2148

風雄支月 843-0023 民
=市

貫 雄町 大手昭和 832 (095422-2435

伊万ユ支層 848-0027 ヂ万ETユ花町1542-14 0955)23-2492

E津支月 847-0041 1津市千代田町2100■3 (0955)74-1441

方法務局 850-3507 ■麟 T万 7町3-16曇彎議看含 同 庁舎 (095D326-3127

諫早支月 854-0022 ■早 市攀 町 4-12 (0957)22-0475

島原支月 855‐ 0036 |●市城内1-1204 0957凋 2-2513

佐世保
=■

857-0041 と世保市木場田町2-19佐世保合同庁舎 (0956244850

平戸支月 859-5121
「

戸市者の上町1509-7 0050)22-2203

書崚支月 311-5133 巨願 市 ■ ノ濶 町 不 有 触 624-2 (0920X7-0164

五島支 853-0010 E島雨口量町1-1 0959)72-2261

対属支日 017-0016 け属市厳鷹町東ユ341■2戯原合同庁舎 (0920)52-6463

に分地方法務局 870‐0045 に分市城OB12-3-21大分法務合同庁舎 (097p532-3161

杵薇支■ 873-0001 干凛雨 大手棒 彙 66卜 137 0978治 2-2271

日杵支1 875-0041 ヨ帝 下 大手 日格 7トロ C0972海 2-2700

佐伯支Л 876-0815 生伯市野口町2-13-25佐伯法務合同庁舎 (0972)24-0772

竹田支月 878-0011 ヤ田市大手会々15闘-8 0974鴻 2-2315

中津支Л 871-0031

"津

市大手中殿550●地の
"中

津合同庁舎 C0979)22-0534

〒10←8977■京都千代田区aが日1-1-1

■E:03-358● 4:::(代表 )

アクセス  議務省バンフレット  プライバシーボリシ

c_r`



資料14

平成 22年 8月 2日

肝炎対策基本指針作成のための論点表

肝炎対策推進協議会委員

阿部洋一、天野聰子、本村伸―

武田せい子、平井美智子、松岡貞江

I は じめに

1 ウイルス肝炎をめぐる現状

疫学か ら判明す るウイルス肝炎の全体像。

他疾患 との違い。

2 これまでの肝炎対策の問題点

何 を狙 い として どのよ うな肝炎対策が講 じられてきたか。

その肝炎対策によって達成できた ことと達成できなかった こと。

達成できなかったところの原因分析の必要性」

Ⅱ 考えられ る基本方金

1 ウイル ス肝炎感染者・患者の置かれた環境に応 じた対策を講 じることによっ

て、肝疾患による死亡を減 らす

。「自らの感染に気づいていない感染者」対策

・「感染が判明 した感染者」対策

・「慢性肝炎の治療を受けている・受けようとしている患者」対策

。「肝硬変・肝がんの治療 を受けている・受けよ うとしている患者」対策

2 ウイル ス肝炎患者が安心 して診療 を受けられ る体制を整 える

0診 療体制の整備 と診療 レベルの向上

・ 医療支援の充実

0 生活支援 の充実

3(1及 び 2につ き)国 標又は 日標値、達成時期を設定 し、当協議会において、

定期的にその達成度 を評価する

4(1及 び 2につ き)ウ イル ス肝炎患者の意向を反映する
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重点的に検討すべき課

1 現状の肝炎検査制度の功罪とあるべき検査制度

0節 日検診等の成果

・ 現状の肝炎検査制度により判明する感染者数 (年間)

・ 推定される感染者数を前提にすべての感染者が判明するまでの期間

・ 現状の広報の取 り組みとそれによる効果の検証

2 感染判明者に対するIOlき かけのあり方

・ 全国における取 り組み状況

・ 現実に行われた感染判明者に対す る働 きかけの効果

。 あるべき働 きかけに関す るコンセ ンサス

3 治療 を受けない・受けられない患者 が治療 に到達できるための方策

・ かか りつけ医を受診 している患者 も含めた意識調査の実施

。「副作用が心配で IFN治 療 を受け られない」 とい う患者のための対策

・「治療のために仕事を休むことはで きない」 とい う患者のための対策

D「 費用負担が′い配で IFN治 療 を受 けられない」 とい う患者 のための対策

4 肝疾患診療ネ ッ トワークの課題

01曼性肝炎・肝硬変・肝がん患者への診療機会提供の現状

・ 慢性肝炎患者の診療のあ り方 (含む、連携 )

・ 肝硬変 0肝がん患者の診療のあ り方 (含 む、連携 )

。 かか りつけ医対策

・ 肝疾患診療ネ ッ トワークにお ける肝硬変・肝がん治療の位置付け

・ 慢性肝炎・肝硬変・肝がんを通 じた診療均てん化のための方策

5 ウイルス肝炎患者の医療費負担の軽減

・ 医療費負担の現状

・ これ までの助成制度の比較検討 (都道府県及び国の取 り組み )

・ 現状の助成制度の問題点の洗い出 し・見直 し

6 ウイルス肝炎患者 に対する生活支援

0ウ イルス肝炎患者 (特 に肝硬変・肝がん患者)の生活実態の調査

・ 現状の生活支援 とその問題点

7 ウイルス肝炎研究の成果の普及・活用・発展

8 ウイル ス肝炎患者の意向を反映す るシステムの構築

以上

1」 b4
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厚生労働省健康井,l長

「感染り1:対・策特別促進 '|「 業について」の ・‖∫改 ll:に ついて

標記 J「業については、｀
「 成 20年 3月 31日 付け健発第 0331001)」 ・本

職通知に定める各実施要綱に基づき行われているところであるが、今般、 ド記
の とお り、同通知の別添 4「月F炎 対策事業実施要綱」の ´

部を改正することと

したので通知|す る。

なお、本車業の実施に当たっては、
'|「
業が円滑に実施 されるよう貴11内にお

ける関係機関等への周知lに ついて、牛キ段の御配慮をお願いする。

「己

1.改正の趣旨

本年 1月 1日 から肝炎対策基本法が施イTさ れ、また、同法の規定に基づき片F

炎対策推進協議会が設置されたところである。

肝炎対策推進協議会については、肝炎対策基本法第20条第2項において、
その構成員は「月]1炎忠者等及びその家族又は遺族を代表する者、月f炎医療に従
事する者並びに学識経験のある者」と規定されていること等を踏まえ、都道府
県等が設置する肝炎対策協議会についても、構成員の例示に、「肝炎ウイルス

の感染者及び肝炎患者並びにそれらの家族又は遺族 (例 :患者会を代表する者
等)」 を追加することとしたものである。
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2.改正の内容

別添4「肝炎対答事業実施要綱」の「3 事業内容」の「(1)肝炎対策協

議会の設置について」中「関係市区町村や保健所等」を「関係市区町村、保

健所、肝炎ウイルスの感染者及び月f炎忠者並びにそれらの家族又は遺族 (例

:患者会を代表する者等)等」に改める。

11た |



改正後全文

男り1黍 4

肝炎対策事業実施要綱

目的

我が国の肝炎 ウイルスキャリアは B型、C型合わせて 220万 人から340万 人

程度存在すると推定されてお り、長期‖1の経過の後に月F硬変や肝細胞がんを引き起
こす危険が指摘 されていることから、地域における肝炎診療の充実及び向上のた

め、|え療提供体制の確保や患者への情報提供を行 う。

また、シンポジウム等をllll催 し、B型・ C111肝 炎 ウイルスの普及啓発を行 うこと

により、国民に対 して、感染 予防、 lLttl発 見及び ::L期 治療の推進を隊|る とともに、
1也域の実情に応 じたll li炎 患者・家族等に対する支援対策を実施 し、‖F炎患者の生活
の安定に資することを目的とする。

2 実施 l:体

この 'l「 業の実施 li体 は、都道府県t保健所設rri市 及び特別 |ズ (以 ド、「都道府丸t

等」 という。)と する。

ただ し、 3に 記載した
'li業

の (6)～ (10)については都道メJtttと する。

3 1f業 内容

(1)‖ F炎対
・
策協議会の l没 ri

都道府県等は、医師会、月F炎 に関する専|‖11え 、関係市区‖「村、保健所、‖F炎 ウ

イルスの感染者及び肝炎患者並びにそれ らの家族又は遺族 (例 :患者会を代表す

る者等)等の関係者によって構成 される肝炎丼l策 協議会を設 rriす るものとする。
ただ し、既に地域において同様の判l織がある場合には、これを活用 して差 し支え

ない。また、保健所設置市及び特別区においては都道府方tと 常時連携体制を取る

ものとする。

同協議会においては、各都道府県等の実情に応 じて月F炎 に関する以 ドの事項等
についてZ、要な検討を行 うものとする。

ア 検診等を通 じて B型‖F炎 ウイルス (以 ド「HBV」 という。)及びC型肝炎

ウイルス (以 下「HCV」 とぃ ぅ。)に感染 している前∫能性が極めて高いと半1

定された者に対する保健師等による相談及び診療指導

イ HBV及 びHCV検 診の結果、医療機関への受診を勧奨された者の受診状況

や治療状況等の把握

ウ HBV及 びHCV検 診を受けていないハイ リスク・グループに検診を勧奨す

る方策

工 HBV及 びHCV持 続感染者が、継続的なかか りつけ医への受診等の健康管

理を十分に受けていない場合の改善方策

オ 身近な医療圏において病状に応 じた適切な肝炎診療が行われるよう、かか り

-1-
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つけ医と専門医療機 lX‐lと の連携の強化

力 慢性肝炎・肝硬変や肝がんに対する高度専門的又は集学的な治療を提供可能

な医療機関の確保

キ 肝炎診療にかかわる医療機関情報の収集と提供

ク 月F炎診療にかかわる人材の育成

ケ 各施策についての検討を基にした日標等の設定
コ 事業実施の評価

(2)肝炎診療従Jf什研修の実施

欄S道府丼t等は、ルF炎 対策協議会の検静1内容を路まえつつ、地域での適りJな月F炎
への医療提供体11が確保されることを目的として、かかりつけ医等の‖F炎 診療従

'卜者に対して、月F炎概論、月F炎患者への卜J常的な診療内容、:lFI‖ l医への紹介を要

する症状・サJF見 、専|‖l医 との連携の在り方その他月F炎 に関する必要なJ「項につい

て研修を実施するものとする。

(3)月 F炎 診療支援 リーフレットσ)作成・配4i

‖Si芭府九t等は、月「炎対策協議会の検言ヽl内容を踏まえつつ、肝炎に1川する適切な

情報提供を目的として以 ドを作成し、各対象へ西己珀iす る。

ア 月「炎患者やその家族を対象とした、川F炎 について適切な理解を得ることがで

きるためのリーフレット

イ 医療機関を文l象 とした、‖F炎 患

`・

への日常的な診療内容、引‖
llズ ヘ紹介すべ

き状態、専|‖ 1医 との連携の在り方などを記載した適り]な月F炎 診療が実現される

ためのリーフレット

(4)シ ンポジウム等のり‖催

欄
`道

府坊t等 は、専|‖1医等をi‖師として打1き 、地域住Ltに 対して、感染 ,防や治

療に関する1渋″子情‖1を分かりやすく伝えることや社会的及び精神|〕的な山iに おける

相談、肝炎ウイルスに関する意見交換等を行うシンポジウム等をり‖催するなど、

肝炎に関するJliし い知1識等を普及させるための事業を行うものとする。

(5)ポスター・リーフレットの作成・配布による普及啓発

欄;道府県等は、月F炎 ウイルスに関する![:し い如1識の普及と肝炎ウイルス検査勧

奨等地域の実情に合わせた情報提供を行うためにポスター・ リーフレット等を作

成し、シンポジウム等で配布するものとする。

(6)新聞広告、fE車等の中吊り広告の掲1支による普及啓発

都道府県は、新聞広告や電車等中吊リポスターによる正しい知識の普及啓発や

保健所等での肝炎ウイルス検査の受検勧奨を行うものとする。

-2-
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(7)肝炎患者等支援対策事業

都道府県は、月干炎患者の生活の安定に資するため、地域の実情に応 じた肝炎患
者や家族等に対する支援対策事業を実施するものとする。

[事業例]

0地 域の患者、家族及び患者支援団体等の要望にこたえるための『患者サ
ロン』のllll設

・ 肝炎患者又は元患者であった者を講師とした、肝疾患相談センター相談

員の資質向上を図るための講習会の開催
。 同じ経験を有する患者・家族が村1談 に応じ、お互いに支え合 うこと (ピ

アサポー ト)ができるよう、月F炎患者等を対象としたピアサポーターを育
成するための研修の実施

(8)月 F疾患診療連携拠点病院等連絡協議会の設‖ri

‖;道府比tは 、‖
`道

府丼tが指定する月F疾患診療連彬t拠点病院において、かかりつ

け1欠 と専PI医 との連携の在り方等の検討をイ|い 、適りJな川F炎治療が行われるよう、
1也域医療の連りtを隊|る もσ)と づ

~る
。

(9)肝疾患111談センターσ)設置l

都道府坊tは、欄S道府県が指定する月F疾患診療連|りt拠点病院において、月F疾患‖|

談センターを設ド:す るものとする。また、同センターには利1談 lt(医師、看護師
等)を設Fl:し 、患仔、キャリア及び家族等からυ)相談等に対応するほか、月F炎 に

関する`hヤ 報のllX集等を行うものとする。

(10)月 F炎 専|‖l医療従 J「者の研修小業

都道府県は、欄
`道

府比tが指定する月F疾患診療連携拠点″i院において、地域での

適りJな月F炎 への|だ療提供体制が確保されることを目的とした医療従lf者 (医師、
看護師、薬却l山F等 )に対する原因ウイルスの利1違 、患者の病態に応 じた診療にお
ける留意点等その他月「炎に関してZ、 要な事項についてのり「修を実施するものとす
る。

4 事業実施 11の留意事項

(1)欄S道府りit等は、地域の実情や忠者等の意向等を踏まえ、医師会等の関係‖1体、
関係学会、関係行政機関等と連携を図りつつ、忠者等の利便性に十分配慮した事

業の実施に努めるものとする。

(2)事業の実施上知り得た事実、特に個人が特定される情報については、関係法令
に従い、適正かつ慎重に取り扱 うとともに、その保護に十分配慮するよう、関係
者に対して指導するものとする。

-3-
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(3)地域住民及び医療関係者に対し、広報誌等を通じて事業の周知を図るものとす

る。

5 経費の負担

都道府県等が、この実施要綱に基づき実施する可T業に要する経費については、

厚牛労働大「[が月||に 定める「感染症予防事業費等国力に負担1(補りJ)金交付要綱」
に基づいて、予算の範り‖内で国川ittJ/Jを 行 うものとする。

なお、 3の (8)か ら (10)に掲げる事業において、肝疾患診療連携拠点病院が

独立行政法人又は[J立大学法人立の医療機関である場合は、当該法人へ直接|工1庫補

助を行うものとする。



資料16

肝炎対策基本指針に対する肝炎対策推進協議会意見取りまとめ
までの今後の進め方 (事務局イメージ案)

下旬 回
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～ 11月

末

目途 ※スケジュール、議題等は、事務局のイメージ案
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資料17
L"u湘に1】

政策体系番号 :I-5-1
肝炎対策部分抜粋

平成 22年度 実績評価書 〔平成 ′ ′年度の実績の施

磁稼笏Z暁空・動 産の笏」を図るご

“

だつル,で

平成22年○月

健康局疾病文」策課肝炎対策室 (伯野春彦室長)[肝炎関連]

1. 政策体系上の位置 1寸け

厚生労働省では、基本目標>施策大H標 >施策中目標>施策小日標を設定して政策を実施 してい

ます。本施策は施策中H標に当たり、政策の体系 Lの位置付けは次のとおりです。

【政策体系 (文章)】

基本目標 I 安心・信頼 してかかれる医療の確保と国民の健康づ<りを推進すること

施策大目標 5 感染症など健康を脅かす疾病を予防 。防止するとともに、感染者等に必

要な医療等を確保すること

施策中目標 1 感染症の発生 。まん延の防止を図ること

(関連施策 )

「 I-8-1」 は、感染症対策という点で、本施策と関連しています。

「 I-12-1」 は、危機管理という点で、本施策と関連しています。

1

1イ ッ

【政策体系 (図 )】

施
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施策中目標

11感染症の発生・ まん延の防止を図ることについて



【男l晰氏1】

政策体系番号 :I-5-1

(予算書との関係 )

本施策は、予算書の以下の項目に対応しています。

(項)感染症対策費 :感染症予防事業等に必要な経費 (一部 )

結核に関する試験研究に必要な経費 (一部 )

感染症の発生・まん延防止に必要な経費 (一部 )

2. 施策の概要

本施策は、次の施策小日標を柱に実施しています。主な事務事業等や設定している指標 。日標値

は別図 (政策体系)を参照下さい。また、本施策の実現のために投入している資源は次のとおりで

す。

(施策小目標 )

(施策小日標 1)感染症対策の充実を図ること

(施策小日標 2)新型インフルエンザ対策を推進すること

(施策小日標 3)肝炎対策を推進すること

(予算 )

H18 H19 H20 H21巌鷹 対彙年度 I122

予算額

(決算額)(百万円)

63,661

(32,354)

90,130

(55,288)

29,385

税制減収額見込み

(実績)(百万円 )

3. 施策を取り巻<環境 ― 評価の前提

(1)施策の枠組み (根拠法令、政府決定、関連計画等 )

O肝炎対策の推進については、「肝炎対策基本法」 (平成 21年 12月 4日法律第 97号 )

が平成22年 1月 1日から施行されているところ。

・同法 3条において、

国は、「肝炎対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」とされているところ。

・平成 22年度以降、同法 9条に基づき、

厚4ittlJO人 |五は、「肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎対策の推進に関する基本的

な指針を策定」する予定。

つ4

1,Iu



【男1浄氏1 】
政策体系番号 :I-5-1

・本指針の策定に当たつては、|,1法 9条、 19条、及び、20条により、あらかじめ「肝炎患

者等及びその家族又は遺族を代表する者、1「炎医療に従事する者並びに学識経験のある者」か

ら構成される「肝炎対策lll進 協議会の意見を聴くもの」とされているところ。

(｀F成 22年 6月 から、同1/JJ議会をlJrlll:し 、本指針の策定について、意見を聴取しているとこ

ろ。 )

(2)現状分析 (施策の必要性)

○肝炎対策の推進について

B型・ C型ウイルス性肝炎 (以下、「肝炎」)は、国内最大級の慢性感染症であり、その対

策は国民的課題である。

肝炎は自覚症状が現れにくいため、肝炎ウイルスに感染していることに気がつかないまま、

肝硬変・ 肝がん等の重い病気に進行して しまう方が多い。 しかしながら、早期に適切な治療を

実施すれば、肝炎の治癒あるいは肝がん等への進行を遅らせることが可能である。このため、

国民の健康保持の観点から、B型 。C型肝炎ウイルスの感染を早期に発見し、早期かつ適切な

治療を推進することが非常に重要である。

(3)施 策実施上の留意事項 (総務省、会計検査院等による指 l商 )

4. 評価と今後の方向性

指標 。日標値の動き等をもとに、本施策を評価 し、今後の方向性をまとめました。施策小日標ご

との詳細な評価は、 5。 を参照下さい。

5.評価と今後の方向性 (施策小日標ごと)

施策小日標ごとの評価と今後の方向性は次のとおりです。指標・目標値の動きは別図を参照下さ

い。また、個別の事業ごとの評価は別表を参照下さい。指標の出典等は 9。 参考を参照下さい。

(3)施策小日標 3「肝炎対策を推進すること」関係

(ltti票 ・目i票 1直 )

指標と目標値 (達成水準/達成時期)

アウトプット指標

3       
′

1,1



【男ll悧眠1】

政策体系番号 :I-5-1

H17 H18 H19 H20 I121

9 肝疾患診療連携拠点病院の設

置数 (都道府県数)

17 34 44

達成率 (O/47) 36.2% 72.3% 93.6%

10 肝疾患診療連携拠点病院等連

携協議会の開催数 (1病院平均)

1.3 1.3 1. 4

達成率 100.0% 107.7%

肝疾患診療連携拠点病院肝疾

患相談センターにおける相談

件数

678 7,187 11,384

達成率 1,060。 01 158.4%

【調査名・資料出所、備考等】

指標 9:平成 22年 7月 30日 時点健康局疾病対策課肝炎対策推進室調べ (な お、肝疾患

診療連携拠点病院の整備は、平成 19年度から開始 したため、平成 18年度以前の実績値

はない。)

指標 10:同上

指標 11:同上

参考統計

H17   1   H18   1   H19   1   H20   1   H21

2

【調査名・ 資料出所、備考等】

(事務事業等の概要 ,

○厚生労働省は、平成 20年度から、新たに、肝炎総合対策を実施しているところ。

・「肝炎ウイルスの感染を早期に発見し、早期かつ適切な治療を進めること」、

。「肝炎に対する正しい知識の普及啓発により、新たな感染を予防し、感染者・患者の方々

が安心して暮らせる環境づくりを進めること」を基本的な方向性としており、

平成 21年度は、以下の 5つを柱とする取組を実施。

①肝炎治療促進のための環境整備 (肝炎インターフェロン治療に対する医療費の助成 )

・ B型及びC型肝炎は、インターフェロン治療により、肝硬変や肝がんといったより重篤

な疾病を予防したり、進行を遅らせることが可能である。しかしながら、これらの治療に

関する医療費については保険適用がされているものの、自己負担額が高額なものとなる。
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【男J系氏1 】

政策体系番号 :I-5-1

0そ こで、早期かつ適切な治療を推進するため、厚生労働省は、肝炎インターフェロン治

療に係る経済的負担軽減を図る助成事業を行つている。 (実施主体は都道府県。国は 1/
2を補助。 )

・ この医療費助成は、助成を受ける患者の世帯の所得 (市町村民税課税年額)に応 じて、

月当た りの医療費を軽減するものである。

平成 21年度においては、新たな医学的知見等を踏まえ、早期かつ適切な治療の推進に

資するよう、下記 2点の措置を講 じた。

1)一定条件の下、投与期間の延長を認める。

2)所得階層区分の認定に際し、世帯の生活実態を反映するよう例外的取扱いを認める。

※なお、平成 22年度予算においては、肝炎対策基本法及び最新の医学的知見等を踏

まえ、自己負担限度月額の引下げ、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療を助成対象医療に

追加する等の改善を行い、更に利用しやすい制度となるよう措置 したところ。

② 肝炎ウイルス検査の促進

・肝炎ウイルス検査体制の整備については、すべての都道府県、保健所設置市 、特別区 (計

136)において、利用者の利便性に配慮 して、保健所又は委託を受けた医療機関において無

料で肝炎ウイルスの検査が行われているところ (平成 21年 6月 調査 )。

・また、肝炎ウイルス検査体制の整備 とともに、検査に関する受検勧奨にも取 り組んでい

る。「肝臓週間」 (毎年 5月 の第 4週)における様々な広報媒体を用いた集中的な受検勧

奨等を実施。

③ 肝疾患診療体制の整備、医師等に対する研修、相談体制整備などの患者支援等

・肝炎の治療に際しては、正確な病態の把握や治療方針の決定、インターフェロン治療に

伴 う副作用を適切にコントロールすることが重要であるため、仕事等と治療を両立 しやす

いよう、地域における肝疾患の専門医療機関と、かかりつけとして日常的な肝炎治療を担

当する医療機関の連携体制の構築が重要である。

・ このため、厚生労働省においては、各都道府県において指定される「肝疾患診療連携拠

点病院」を中心とした、地域の肝疾患診療ネットワークの整備を進めている。

また、

・ 「月千炎情報センター」を (独 )国立国際医療研究センターに設置し、拠点病院間の情報

共有支援や、拠点病院向けの研修等を実施するなど、肝炎医療の均てん化及び水準の向上

のための取組を進めている。

④ 国民に対する正 しい知識の普及と理解

・肝炎は、多くの方が罹患・感染している身近な病気であるためゆえ、国民の皆様に肝炎

に関する正 しい知識を知っていただき、肝炎という病気を正 しくご理解いただくことが、

5
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【男ll諾氏1】

政策体系番号 :I-5-1

肝炎ウイルスの新たな感染を予防するためにも、また患者や感染者の方が安心して暮らせ

る環境づくりのためにも重要である。

・ このため、厚生労働省及び肝炎情報センターのホームページや、分かりやすいパンフレ

ット等を用いた、正しい知識の普及啓発に努めているところ。

⑤ 研究の推進

・厚生労働省においては、2008(平成 20)年 6月 に、国内の肝疾患の専門家により取りま

とめられた「肝炎研究 7カ年戦略」に沿って研究課題を設定し、新たな肝炎治療法・治療

薬の開発等、基礎から臨床まで幅広く研究を推進している。

(評価と今後の力向性 )

○ 事務事業の評価に関 しては、平成 20年度から、新たに実施 している肝炎総合対策 も2年 目

であり、主な事業の実施主体である都道府県等の自治体において、早期発見・ 早期かつ適切な

治療の推進のための制度面での対応 【肝炎医療費助成制度や肝炎ウイルス検査の無料実施体制

及び肝疾患診療連携拠点病院を中心とした地域の肝疾患診療連携体制の整備】に関 しては、取

組の遅れている自治体も散見されるものの、着実に進展 している。

(平成 21年度において、全都道府県が、肝炎医療費助成事業及び肝炎ウイルス無料検査を

実施。平成 21年度末現在で44道府県が肝疾患診療連携拠点病院を指定済み。 )

平成 22年度においては、引き続き、自治体に対し、肝炎ウイルス無料検査実施体制の充実

(委託医療機関での実施、委託医療機関数の増加等)及び未指定都県に対する肝疾患診療連携

拠点病院の早期指定について、個別重点的な働き掛けを行 う。

一方で、諸制度を実際に、国民の方に活用いただくためには、

・ 国民一人一人において、肝炎という病気についての認識を深め、早期発見・早期かつ適切

な治療の重要性の認識を保持するための広報・普及啓発活動、

・国・都道府県等において措置されている肝炎に係る諸制度についての周知、が不可欠であ

る。

○ なお、肝炎対策について、定量的に課題を把握 し、評価を実施するための適切な指標が存在

しないため、「肝炎の早期発見・早期かつ適切な治療の推進」について、実際のところの政策

の効果・残された課題等、が把握できていないところ。

今後、適正かつ効率的・効果的な肝炎対策の立案・実施に向け、肝炎感染者・患者数やその

うちの自党者数、自覚の端緒となった検査機会、適切な治療を受けている者の数、適切な治療

を受けていない場合の具体的理由等を、詳細に定量的に把握することについて、検討を進める

必要がある。

6
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【男1畜田:1 】

政策体系番号 :I-5-1

0 肝炎対策の推進に係る今後の方向性については、

・平成 22年 1月 から施行された「肝炎対策基本法」 (平成 21年法律第 97号 )により、厚生

労働大臣は、「肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎対策の推進に関する基本的な指針 (以

下、「基本指針」)を策定」することとされており、策定後は、基本指針に基づき、肝炎対策

を推進 していくこととなる。

・同法において、基本指針の策定に当たっては、あらかじめ「肝炎患者等及びその家族又は遺

族を代表する者、肝炎医療に従事する者並びに学識経験のある者」から構成される「肝炎対策

推進協議会の意見を聴 くもの」とされているところ。

・ 平成 22年 6月 から同協議会を開催 し、基本指針の策定について意見を聴取しているところ

であ り、協議会意見を踏まえて基本指針を策定する予定。

7
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【男1糸氏1】

政策体系番号 :I-5-1

6。 施策の随0寺の見直し 一 現状把握の取組

厚生労働省では、施策の随時の見直しや将来の企画立案に活かすべく、現状把握の取組を行つて

おり、そのうち主なものは以下のとおりです。

7.評価結果の政策への反映の方向性

月 件名 内容 その後の対応
６

月

肝炎対策推進協

議会

第 1回 (17日 ) 肝炎対策基本

指針策定に当

たり、肝炎対

策推進協議会

の意見を聴取

する。

８

月

肝炎対策推進協

議会

第 2回 (2日 )

(1)予 算について

以下のEコで囲んだ方向で検討します。

・廃止

・見直しの上 (増額/現状維持/減額 )

・見直しをせず、現状維持

(2)税制改正要望について

検討中

(3)機構 。定員について

(4)指標の見直しについて

8.有 識者の矢□見の活用について

○肝炎対策の推進について

・今後開催される肝炎対策推進協議会において、平成 21年度における肝炎対策に係る実績の評

価について意見聴取する予定。

8
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【男ll剤に1】

政策体系番号 :I-5-1

9.参 考

本評価 l撃中で引用 した1州議決定、審議会の指摘、総務省による行政評佃[・ 艦視に基づ く勧告、会

計検査院による指摘等や各種のデータは以下のサイ トで確認できます。

サイ ト名について特に記 1支のないものは、厚生労働省ホームページです。

肝炎対策に関すること

htt口 //www.mhlw.go.ip/bunva/kenkou/kekkaku‐ kansenshou09/mdex.htnll

肝炎対策推進協議会資料等

http://www.nllllw.gO.ip/shingi/kallell.hmll#tOp

10.添 付資料等一覧

本評価 メトの添付資料は以 ドのとおりです。また、本評価 11卜 中で ::及 した新しい|li業 や税1川改 :E要

望について、 1「 前評価を実施 しているものについては掲11先のURLを あわせて示しています。

別図 政策体系 (1-5-1)
別表 1-○  「肝炎対策 1:業」 (1「 業評価シー ト)

9
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・A

政策評価体系上の位置付、通じ番号 I-5-2- (1)

事業評価シニ ト
予算事集名 肝炎対策事業        1 事業開始年度 平成18年度

担当部局・瞑
=名作成責任者

健康局疾病対策課肝炎対策推進室室長 伯野 春彦

猥轟活 ,(長 椰口な栞
文 (0彙0項な ど)も

m饉〕
肝炎対策基本法 第11条、第12条 、第13条、第14条、第17条

関係する通知、
計口等

平成20年 3月 3:日 健発第033100!号厚生労働省健康局長通知「感染症対策特別促進事業についてJ

予算体系

(項 )懇染症対策lll

(人事項)感染症予防事業等に必要な経費

(日 )疾病予防対策事業費等補助金

実施方法

□直接実施

□業務委託等 (委 託先等 : )

■補助金(璽藝〉「1,1〕 (袖 助先 :椰道府県、独立行政法人等 実施主体 :都 II府 県、肝疾i3診僚連携拠点病院 )

口貸付 (貸 付先 : )□その他 ( )

支出先が
餞法、公
饉法人事
の場合

役員総数
(官庁00/役員敷)

/  1常動役員数 /  1非常勤役員数 / 監事等 1  /

職員総数 内、官庁00 役員報酬総額 冒 庁 OB役
出 酬 量 :

積立金等の額 内訳
今後の
活用計画

事
業
／
制
度
概
要

目 的
(何のために)

各都道府県において実施される肝炎対策に限lす る各種施策の推iL及び各都道府県に設置されている肝
嘆ll診療連携拠点病院機能への支lIを 行うことにより、住民に対する感染予防、早期発見及び早期治療
つ推進並びに患者支援の推進を図る。

対 象
(誰/何を対象に)

各都道府県内の住民 (肝 炎患者、その家族を含む )

事業/鶴度内容
(手段、手法など)

O 都道府県事業
肝炎対策協議会、肝炎診療従事者研修、ポスター・ リーフレット作成、シンポジウム等
開催、新聞・中吊り広告、肝炎患者等支援対策

0 肝疾患診療連携拠点病院
肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会開催、肝疾患相談センター、肝炎専円医療従事者
研修

上記メニュー事業を実施する都道府県又は肝疾患診療連携拠点病院に対する補助。

平成22年度予算額 人件費

事業費 851,634百万円 職員構成
概算人件賞
(平均給与X仕事

職員数 )

従事職員数

コ
ス
ト

人件費 0百 万円 担当正職員 千 円 人

総 計 851.634 15,5Fl 臨時職員他 千 円 人

予算額推移等
(財瀬内訳/

単位百万円)

年 度 総 額 地方公共団体の裏負担がある場合、概算の総額

H19(決算額) 25,346 25.346

H!9(決 算上の不用8nI 607.600

H20(決算額) 1861677 79.610

H201決 算上の不用額 510,021

H2:(予算(補 正込)) 879.577

H21(決算見込) 403.567 94・ 898

H22予算 851,634

平成22年度
予算額

(補助金の場合は負担
割合等も)

補助金 (国 1/2、 10/10
・事務費

(独立行政法人等のみ ) )

1_l16



B

政策評価体系上の位置付、通し番号  II-5-2-(1)

事栞評価シー ト
予算事業名 肝炎対策事業 事業開始年度 1  平成18年度

担当部局・課
=名作成責任者

健康局疾病対策課肝炎対策推進室室長 伯野 春彦

事業/憫度の
必要性

ウイルス性肝炎は、長期間の経過の後に肝硬変や肝がんを引き起こす可能性があることから、地域
における肝炎診療の充実及び向上のため、医療提供体制の確保や患者への情報提供を行う必要が
ある。また、国民に対して、肝炎に係る感染予防、早期発見及び早期治療を推進するため、シンポジウ
ムの開催など、様々な肝炎に関する普及啓発事業を行う必要がある。

鼎醐鍋響

他省庁:自治体、民間
等との菫携・役割分担

ア
ウ

ト
ブ

ツ
ト

活動実績

【指標】               1 単位 H19年度実績 H20年度実績 H21年度実績

1需筆 震 概壼肩 明

病院 の 設 E敗 椰 遍府 県数 )1 
件

17

【362%】
34

【72.3%】
44

【936%】

マ埜霧廃軍♂賢品翠履預壼断
の開II敷

 1 回
1.3

【―】
13

【1000%】
1.4

【107.7%】

犠霜闘職調需犀ETV冒塀ぷ
センターにお

1 件
678

【―】
7,187

【1.060.0%】
11,384

【158.4%】

予算執行率 % 4 434

ア
ウ
ト
カ
ム

.違威目楓
(指標も―違威水ツ
1遠威時期)、

実績

【指標】 (達成水準/達成時期)    単位
H19年度実績

【達成率】
H20年度実績
【達成率】

H21年 度実績
【達成率】

|

√:i,野勇|
指標に言及)

肝疾患診療連携拠点病院については、すべての都道府県において、原則 1箇所指定することとしてい
るが、着実に整備が進んでいると考えられる。また、各拠点病院に設置することとしている肝疾患診療
連携拠点病院等連絡協議会及び肝疾患相談センターについても、その体制等の整備が着実に進んでいる
と考えられる。

今
後
の
方
向
性

見直しの方向性
(よ り効率的・効

果的な事業とする
観点から)

(担当部局案)

現在、肝炎対策基本法に基づき設置された肝炎対策推進協議会において、肝炎対策の推進に関する基
本的な指針を策定するための検討を進めているところである。同協議会における議論等を踏まえ、より
効率的・効果的な事業となるよう取り組んでいく。

平成23年度予算の
方針 (担当部局案)

(見直しの上)

〈見直しをせず)

廃止
増額
現状維持

現状維持 減額

比較参考饉
(諸外国での類似事業

の例など)

特■事項
(事業/制度の沿革、こ
れまでの予算の削減に
向けた取組み、日欄違
成のための間違事業等)

度
度

年
年

成
威

平
平

事業創設
肝炎患者等支援対策事業をメニューに追加

*ア ウトプット指標・アウ トカム指標は、該当する施策小日標で設定している指標を中心に記載
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参考資料1-1

肝炎対策基本法 (平成二十一年法律第九十七号 )

日次

前文

第一章 総則 (第 一条―第八条 )

第二章 肝炎対策基本指針 (第 九条・第十条)

第二章 基本的施策

第一節 肝炎の予防及び早期発見の推進 (第 十一条 。第 |・ 1条 )

第二節 肝炎医療の均てん化の促進等 (第 十二条一第 |・ 七条)

第二節 研究の推進等 (第十八条)

第 IJEI章  肝炎対策推進協議会 (第十九条 。第二 十条 )

ド付貝J

今 日、我が匡|に は、肝炎ウイルスに感染し、あるいは肝炎に羅 (り )忠 した とが多数存在

し、肝炎が国内最大の感染症となっている。

肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると1曼性化 し、1「硬変、lFがんといったより重

篤な疾病に進行するおそれがあることから、これらの者にとって、将来への不安は計 り知ね

ないものがある。

戦後の医療の進歩、医学的知見の積重ね、科学技術の進展により、肝炎の克服に向けた道

筋が開かれて きたが、他方で、現在においても、早ltJl発 見や医療へのアクセスにはいまだ解

決すべき課題が多く、さらには、肝炎ウイルスや肝炎に対する正 しい理解が、国民すべてに

定着 しているとは言えない。

B型肝炎及び C型肝炎に係るウイルスヘの感染については、国の責めに怖:す べき事由によ

りもたらされ、又はその原因が解明されていなかったことによりもたらされたものがある。

特定の ll■液凝匿1因 子製剤に C型肝炎ウイルスが混入することによって不特定多数の者に感

染被 1年 を出 した薬 t∵肝炎事件では、感染被害者の方々に F_t‐大な被害が生じ、その被害の拡大

を防止 し得なかったことについて国が責任を認め、集団予防接種の際の注射器の連続使用に

よってB型肝炎ウイルスの感染被害を出した予防接種禍事件では、最終の司法判断において

国の責任が確定している。

このような現状において、肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者の人権を尊重しつつ、これ

らの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保するなど、肝炎の克服に向けた取組を一層

進めていくことが求められている。

ここに、肝炎対策に係る施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総

合的に推進するため、この法律を制定する。

第一章 総則

ｒ
上



(目 的)

第一条 この法律は、肝炎対策に関し、基本理1念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、

国民及び医師等の責務を明らかにし、並びに肝炎対策の推進にr■lす る指針の策定につい

て定めるとともに、肝炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎対策を総合的

に推進することを日的とする。

(基本理念 )

第二条 旧:炎対策は、次に掲げる事項を基本理‖念として行われなければならない。
‐ 肝炎に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、肝炎の予防、

診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用 し、及び発展さ

せること。

二 何人もその居住する地域にかかわらず等 しく1「 炎に係る検査 (以 下「肝炎検査」と

いう。)を受けることができるようにすること。

三 肝炎ウイルスの感染者及び肝炎忠者 (以 下「肝炎忠者等」という。)がその居住す

る地域にかかわらず等しく適切な肝炎に係る医療 (以 下「肝炎医療」という。)を受

けることができるようにすること。

四 前三号に係る施策を実施するに当たっては、肝炎忠者等の人権が尊重され、llli炎患

者等であることを理由に差別されないように配慮するものとすること。

(国 の責務 )

第二条 国は、前条の基本理念 (次条において 「基本理念」という。)にのっとり、肝炎対

策を総合的に策定 し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務 )

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、肝炎対策に関し、国との連携を図りつつ、

その地域の特性に応 じた施策を策定 し、及び実施する責務を有する。

(医療保険者の責務 )

第五条 医療保険者 (介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医

療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎の予防に関する啓発及び知識

の普及、肝炎検査に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。

(国 民の責務)

第六条 国民は、肝炎に関する正しい知識を持ち、肝炎患者等が肝炎患者等であることを理

由に差別されないように配慮するとともに、肝炎の予防に必要な注意を払うよう努め、

必要に応じ、肝炎検査を受けるよう努めなければならない。
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(医師等の責務 )

第七条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎対策に協力し、

月11炎

の予防に寄与するよう努めるとともに、肝炎患者等の置かれている状況を深く認識し、

良質かつ適切な肝炎医療を行 うよう努めなければならない。

(法制上の措置等 )

第八条 政府は、肝炎対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講

じなければならない。

第二章  ll ll炎 対策基本指針

(lF炎対策基本指針の策定等 )

第九条 厚生労働大臣は、月「炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎対策の推進に関する基

本的な指針 (以 下「肝炎対策基本指針」という。)を策定 しなければならない。

2 肝炎対策基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

二 肝炎の予防のための施策に関する事項

三 肝炎検査の実施体制及び検杏能力の向上に限|す る事項

「JLl 肝炎医療を提供する体市1の確保に関する事項

五 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項

六 肝炎に関する調査及び研究に関する事項

七 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に僕|す る事項

八 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項

九 その他肝炎対策の推進に関する重要事項

3 厚生労働大臣は、lF炎対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行

政機関の長に協議するとともに、肝炎対策推進協議会の意見を聴くものとする。

4 厚生労働大臣は、肝炎対策基本指金|・ を策定したときは、遅滞なく、これをインターネ

ッ トの利用その他適切な方法により公表しなければな らない。

5 厚生労働大臣は、肝炎医療にrtlす る状況の変化を勘案 し、及びll F― 炎対策の効果に関す

る評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要がある

と認めるときには、これを変更 しなければならない。

6 第二項及び第四項の規定は、肝炎対策基本指針の変更について4L用 する。

(関 係行政機関への要請 )

第 [‐ 条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、肝炎対

策基本指針の策定のための資料の提出又は肝炎対策基本指針において定められた施策

であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができ
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る。

第二章 基本的施策

第一節 肝炎の予防及び辱Llla発見の推進

(肝 炎の予防の推進 )

第 |・
・条 国及び地方公共団体は、肝炎の予防に隣|す る啓発及び知識の普及その他の肝炎

の予防の推進のために必要な施策をiliずるものとする。

|

(1「炎検査の質の向上等)

第十:_二 条 国及び地方公共団体は、肝炎の早llJl発見に資するよう、肝炎検査の方法等の検討、     |
肝炎検査の事業評価の実施、肝炎検査に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保そ

の他の肝炎検査の質の向上等を図るために必要な施策をi韓ずるとともに、肝炎検査の受

検率の向上に資するよう、肝炎検査に関する普及啓発その他必要な施策をi体ずるものと     |
する。

|

第 [1節 肝炎医療の均てん化の促進等

(専 l11的 な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成 )

第 |一 二条 国及び地方公共|]1体 は、インターフェロン治療等の抗ウイルス療法、肝庇護療

法その他の肝炎医療に携わる専FЧ 的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者

の育成を図るために必要な施策を11[ずるものとする。

(医療機関の整備等 )

第 卜四条 国及び地方公共団体は、肝炎患者等がその居住する地域にかかわらず等 しくその

状態に応 じた適切な肝炎医療を受けることができるよう、専門的な肝炎医療の提供等を

行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、肝炎患者等に対 し適切な月「炎医療が提供されるよう、前項

の医療機関その他の医療機関の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施

策を講ずるものとする。

(肝炎患者の療養に係る経済的支援 )

第十五条 国及び地方公共団体は、肝炎患者が必要に応 じ適切な肝炎医療を受けることが

できるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものと

する。

(肝炎医療を受ける機会の確保等)
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第十六条 国及び地方公共団体は、肝炎患者が llユ 炎医療を受けるに当たって人院、通院等

に支障がないよう医療機関、肝炎患者を雇用する者その他の関係する者間の連携協力体

制を確保することその他の肝炎患者が肝炎医療を受ける機会の確保のために必要な施

策を講ずるとともに、医療従事者に対する肝炎患者の療養生活の貿の維持向上に関する

研修の機会を確保することその他の肝炎患者の療養生活の質の維持向上のために必要

な施策を講ずるものとする。

(肝炎医療に関する情報の収集提供体制の整備等 )

第十七条 国及び地方公共団体は、肝炎医療に関する情報の収集及び提供を行 う体市Jを 整備

するために必要な施策を講ずるとともに、月「炎患者等、その家族及びこれ らの者の関係

者に対する相談支援等を推進するために必要な施策をi‖ずるものとする。

第二節 研究の推進等

第十八条 国及び地方公共 F・
ll体 は、革新的な月「炎の予防、診断及び治療に供lす る方法の開発

その他の肝炎の罹患率及び月F炎 に起因する死亡率の低 ドに資する事項についての研究

が促進されt並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共 l・
ll体 は、肝炎医療を行う_11で特に必要性が高い医薬 ril:及 び医療機器の

早期の薬事法 (H召 和三 卜・五年法律第百四 卜五 ;ナ )の規定による製造販売の承認に資する

ようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに月li炎医療に係る標準的な治療方法の開発

に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策をi‖ずるものとする。

第 2Ч 章 肝炎対策推進協i義会

第十九条 厚生労働省に、月F炎対策基本指針に関し、第九条第二項 (同 条第六項において準

用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、肝炎対策推進協議会 (以 ド「協

議会」という。)を置く。

第二 十条 協議会は、委員三 卜・人以内で組織する。

2 協議会の委員は、肝炎患者等及びその家族又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事す

る者並びに学識経験のある者のうちか ら、厚生労働大臣が任命する。

3 協議会の委員は、非常勤とする。

4 前三項に定めるもののほか、協議会の糸1織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め

る。

F付  貝J

(施行期日)
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第一条 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。

(月11硬変及び肝がんにFllす る施策の実施等 )

第 11条  国及び地方公共団体は、肝硬変及び肝がんに関し、その治療を行 う [1で特に必要

性が高い医薬謂l及 び医療機器の早期の薬事法の規定による製造販売のノR認に資する

ようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに新たな治療方法の研究開発の促進その

他治療水準の向上が図られるための環境の1雀備のために必要な施策を講ずるものと

する。

2 肝炎から進行 した111便 変及び‖11がんの忠者に対する支援の在り方については、これ

らの患 晋に対する医療に供|す る状況をlllJJ案 し、今後必要に応 じ、検討が力‖えられるも     |
のとする。
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参考資料1-2

肝炎対策推進協議会令 (平成 21年政令第 309号 )

(委 員の任 期 )

第 1条  肝 炎 対 策推 進 協議 会 (以 下 「協議 会 」 とい う。 )の 委 員 の任

期 は 、 二年 とす る。 た だ し、 補 欠 の 委 員 の任 期 は 、 前 任 者 の

残 任 期 間 とす る。

2 委員 は 、 再任 され る こ とが で き る。

(会 長 )

第 2条  協議 会 に 、会 長 を 置 き、 委 員 の 互選 に よ り選任 す る。

2 会 長 は 、会 務 を総 理 し、 協議 会 を代 表す る。

3 会 長 に lI故 が あ る ときは 、あ らか じめそ の 指 名す る 委員 が 、

そ の り職務 を代 馴!す る。

(専 門 委 員 )

研,3条  協議 会 に 、 1「 円 の lf〃1を 調 査 させ るた め必 要 が あ る ときは 、
lF ll:l tt liを ド:く こ とが で き る。

2 専 l11委 11は 、 当 1亥 専 111の 市 項 に 関 し学 識経 験 の あ る者 の う

ちか ら、厚 引i労 働 大 Hiが 任 命 す る。

3 専 ll:1委 員 は 、そ の者 の任 命 に係 る 当該 専 ドllの 事項 に 1川 す る

調 査 が 終 rし た ときは 、解任 さ才じる もの と
~l‐

る。

4 11「 llll委 11は 、非 常 勤 とす る。

(議 事 )

第 4条  協議 会 は 、委員 の 過 半数 が 111席 しな けれ ば 、会議 を り‖き、

議 決 す る こ とが で きな い。

2 協議 会 の議 Jfは 、 出席 した 委員 の 過 半数 で 決 し、 可否 |『J数
の ど きは 、会 lK‐ の決 す る とこ ろに よ る。

(庶 務 )

第 5条  協議 会 の庶 務 は 、厚 生労働 省健 康 局疾 病 対策 課 に お い て処

理す る。

(雑 則 )

第 6条  この 政 令 に定 め る ()の の ほ か 、議 lfの 手続 そ の他 協議 会 の

運 営 に 関 しン、要 な lf項 は、会 lk‐ が 協議 会 に諮 つて定 め る。

附 則

この政 令 は 、 平成 22年 1月 1日 か ら施 行 す る。
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参考資料1-3

肝炎対策推進協議会運営規程

(平成二十二年六月 |―七日肝炎対策推進協議会決定)

肝炎対策推進協議会令 (平成 1卜 ‐年政令 三〇九つ 第六条の規定に基づき、この規程を制定

する。

(会議)

第 ‐条  肝炎対策推進 /JjJ議 会 (以 下「協議会」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、協議会を招集 しようとするときは、あらかじめ、期「1、 場所及び議題を委員及び議

事に関係のある専門委員に通如1す る1)の とする。

3 会長は、議長として 1協議会の議事を整理する。

(会議の公|;‖ )

第 11条  協議会の会議は、公開とする.ただし、会長は、公1用することにより公｀
「 かつ中立な

審議に杵しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他 ||:｀崎なメ1山 があると認めるときは、

会議を非公開とすることができる.

2 会長は、会議における秩り・卜の維持のため、傍聴人の選場を命ずるなどZ、 要な‖1置 をとること

ができる。

(,義 1‐f録 )

第 二条 協議会における議寸「は、次の `l「項を含め、議 'lr録 に記載する1)の とする.

^会議の同時及び場所

1 11]席 した委it及 び専|‖ l委員の氏イ|

三 議 :lfと なった事項

2 議 :卜録は、公開とする。ただし、会長は、公 1用 することにより公平かつ中ウ/t・ 審議に著しい

支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他 ||:当 なりl山 があると認めるときは、議♯録の全

部又は ‐部を非公 |;‖ とすることができる。

3 前項のlll定により議事録の全部又は '部 を非公け‖とする場合には、会長は、非公開とした部

分について議 Jf要 旨を作成 し、これを公開する t)の とする.

(委員会の設置)

第 pЧ 条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に諮って委11会を設置することができる。

2 委員会に属すべき委員及び専Fl委員は、会長が指夕|す る。

3 委員会に委員長を世き、当該委員会に属する委員のうちから、会長が指イlす る。

4 委員長は、当該委員会の li務 を掌理する。

5 委員長に事故があるときは、当該委It会 に属する委員のうちから委員長があらかじめ指//1す

る者が、その職務を代I「Fす る。

(雑則)

第五条 この規程に定めるもののほか、協議会又は委員会の運営に関しZ、 要な事項は、それぞれ

会長又は委員長が定める。

9



社
団
法
人
日
本
経
済
団
体
逹
合
会
会
長
　
御
手
洗

富
士
夫
　
殿

ウ
イ
ル

ス
性
肝
人

に
関
す
る
経
済

界

へ
の
協
力
姜
請
吉

日
頃
か
ら
、
肝
炎
対
策

の
推
進

に
つ
い
て
格
別

の
御
高
配
を
賜
り
、

厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
国
内
晨
人

の
感
染
症
と
言
わ
れ
て

い
る
ウ
イ
ル
ス
性
肝
人

の

子
期
待
几
、
子
期
治
碁

の
た
め
に
は
、
検
査

や
治
碁
書
受
け
や
す

い
環

境

の
整
備

が
重
要

で
す
。
特

に
、
イ
ン
タ
ト

フ

ェ
ロ
ン
治
恭

は
、
病
気

の
根
治
が
可
能

で
大
変
有
効
な
治
碁
法
で
す
が
、　
一
般
的
に
、

・
治
碁
当
初

に
二
週
間
程
度

の
入
院
が
羹
姜

で
あ
る
こ
と

。
ほ
ぼ
畢
週

の
二
院
が
必
要

で
あ
る
こ
と

（
約

一
年
間
）

・
高
熱
や
全
身
倦
恙
遂

、
押
う

つ
等

の
強

い
副
作
用
を
伴
う

こ
と
が
多

い

つ
」
と

等

の
特
徴
が
あ
り
、
早
期

の
治
春

を
た
め
ら
う
方
が

い
ら

っ
し
ゃ
い
ま

す
。
日
頃
、
仕
事

に
従
事

し
て
い
る
労
働
者

の
普

さ
ん
が
、
治
春
を
え

け
や
す

い
環
境
を
作
る
た
め
に
は
、
事
業
者

の
方

々
の
御
協
力
が
不
可

欠

で
す
。

つ
き

ま

し

て

は

、

一
、　
労
働
者

に
対
し
て
、
肝
炎

ウ
イ
ル
ス
検
査

を
受
け
る
こ
と
の
意
表

を
周
矩
し
、
検
査

の
え
診
を
嗜
び
掛
け
る
こ
と
。

一
、
イ
ン
タ
ー
フ

ェ
ロ
ン
治
泰

の
た
め

の
入
院

。
二
院
や
副
作
用
等

で

就
労

で
き
な

い
労
働
者

に
対
し
て
、
体
暇

の
付
与
等
、
特
段

の
配
慮

を

す

る

こ

と

。

一
、
職
場
や
採
用
４
考
時

に
お

い
て
、
肝
人

の
恙
者

。
述
染
者

が
差

別

を
え
け
る
こ
と
の
な

い
よ
う
、
工
し

い
理
解

の
普
及
を
図
る
こ
と
。

に

つ
い
て
苛
会

に
お
か
れ
ま
し
て
も
深

い
御
理
解
を
喝
り
ま
す
と
と
も

に
、
会
員
団
体

。
企
業

に
お
け
る
取
組
を
促
し
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、

特
段

の
御
配
意

を
、
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

千
戌

二
十
年
十

二
月

一
九
日厚

生
労
働
人
臣

舛

添

姜

い
い
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1

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

肝炎対策への協力について

肝炎対策については、肝炎対策に関する有識者会議報告書 (平成i3年 3月 )に基づき、現在、順次

推進しているところであり、平成14年度に、老人保健法 (昭和57年 法律第80号 )に基づく健康診査や

政府管掌健康保険の生活習慣病予防健診に肝炎ウイルス検査が追加されるなど、肝炎ウイルス検査

の実施機会が拡大されたところである。 上記報告書における今後の肝炎対策の考え方に立って、

労働者が様々な機会を通じて自らの感染の状況を把握し、必要な医療や相談指導を受けることを肝

炎対策として進めるため、別紙の通り、社団法人日本医師会長及び全国労fFJJ衛 生団体連合会会長に

対し受診勧奨等の周知についての協力を依頼し、併せて事業者団体の長に対し、肝炎対策への協力

を要請したので、各局においても関係団体に対し、下記事項について協力を要請されたい。また、

貴局管内の地域産業保健センターにも周知されたい。

言己                                            (

労働安全衛生法に基づく健康診断に際して健康診断機関等が行う肝炎ウイルス検査の受診勧

奨に関して、必要な便宜を図るとともに、労frJ者 の肝炎ウイルス検査受診に対して、受診機会拡

大の観点からの特段の配慮を要請すること。                    ′

労働安全衛生法に基づく健康診断の機会をとらえて肝炎ウイルス検査を実施する場合は、労frl

者の個別の同意に基づいて実施するとともに、その結果については当該検査を実施した医療機関

から直接本人に通知するものとし、本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結

果などを知ることのないよう、その取扱いにつきプライバシー保護に十分な配慮を要請するこ

と。なお、肝炎ウイルス検査は労働安全衛生法に基づく健康診断項目には該当しないが、同法に

基づく健康診断の結果をうけて、精密検番として肝炎ウイルス検査が実施されることも考えられ

る。この場合には、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針公示第 1号 (平成8

年 10月 1日 )の 2の (4)のハ中「事業者は (IP略 )再検査又は精密検査を行う必要のある労働者に対し

て、意見を聴く医師等に当該検査の結果を提出するよう働きかけることが適当である。」とされ

ているところであるが、この働きかけは、労働者の意思に従って行うことに留意願うこと。

号

日
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基 発 第 0621007号
平成 14年 6月 21日

社団法人日本医師会長 殿

厚生労働省労働基準局長

労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について (依頼)

労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼

申し上げます。

さて、厚生労働省におきましては、肝炎対策に関する有識者会議報告書 (平

成 13年 3月 )に基づき、現在、肝炎対策を順次推進しているところであり、平

成 14年度に、老人保健法 (昭和 57年法律第 80号)に基づく健康診査や政府管

掌健康保険の生活習慣病予防健診に肝炎ウイルス検査が追加されるなど、肝炎

ウイルス検査が実施される機会が拡大されました。

上記報告書における今後の肝炎対策の考え方に立って、労働者が様々な機会

を通 じて自らの感染の状況を把握 し、必要な医療や相談指導を受けることを肝 .

炎対策として進めるため、広く労働者に対する自発的な肝炎ウイルス検査の受

診勧奨等の周知を行うこととしました。

つきましては、会員医師の皆様に対し、下記につき周知方お願いいたします。

なお、肝炎ウイルス検査の受診勧奨時における説明用資料の参考として別紙
を作成しましたので、配布など適宜ご活用をお願いします。

記

1 -生 に一度何らかの機会に自身の肝炎ウイルス保有の有無を確認することの

意義を広く事業者、労働者に周知するとともに、労10j安 全衛生法 (昭和 47年法

律第 57号)に基づく健康診断に際して過去に肝炎ウイルス検査を受けたことの

ない労働者については、その受診を促すこと。

2 労働安全衛生法に基づく健康診断の結果、肝炎ウイルス感染が疑われる場合

には、当該労lrJl者 に対し肝炎ウイルス検査の意義を説明し、受診を促すこと。

3 肝炎ウイルス検査の取扱いについてはプライバシーに十分配慮することとし、

労働安全衛生法に基づく健康診断に併せて肝炎ウイルス検査を実施する場合に

は、その結果については本人に対し直接通知すること。また、同法に基づく健

康診断の結果実施される精密検査における肝炎ウイルス検査の取扱いにも留意

する等の配慮を行うこと。
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基 発 第 0621007号
平成 14年 6月 21日

社団法人全国労働衛生団体連合会会長 殿

厚生労働省労働基準局長

労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について (依頼)

労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜 り厚く御礼

中し上げます。

さて、厚生労fJJ省 におきましては、肝炎対策に関する有識者会議報告書
｀
(平

成 13年 3月 )に基づき、現在、肝炎対策を順次推進しているところであり、平

成 14年度に、老人保健法 (昭和 57年法律第 80号)に基づく健康診査や政府管

掌健康保険の生活習慣病予防健診に肝炎ウイルス検査が追加されるなど、肝炎

ウィルス検査が実施される機会が拡大されました。

上記報告書における今後の肝炎対策の考え方に立って、労働者が様々な機会

を通じて自らの感染の状況をよじ握し、必要な医療や相談指導を受けることを肝

炎対策として進めるため、広く労働者に対する自発的な肝炎ウイルス検査の受

診勧奨等の周知を行うこととしました。

つきましては、貴連合会の会員機関並びに総合精度管理事業参加機関に対し、

下記につき周知方お願いいたします。

なお、肝炎ウイルス検査の受診勧奨時における説明用資料の参考として別紙
を作成しましたので、配布など適宜ご活用をお願いします。

記

1 -生に一度何らかの機会に自身の肝炎ウイルス保有の有無を確認することの

意義を広く事業者、労働者に周知するとともに、労働安全衛生法 (昭和 47年法

律第 57号)に基づく健康診断に際して過去に肝炎ウイルス検査を受けたことの

ない労働者については、その受診を促すこと。

2 労働安全衛生法に基づく健康診断の結果、肝炎ウイルス感染が疑われる場合
には、当該労働者に対 し肝炎ウイルス検査の意義を説明し、受診を促すこと。

3 肝炎ウイルス検査の取扱いについてはプライバシーに十分配慮することとし、

労働安全衛生法に基づく健康診断に併せて肝炎ウイルス検査を実施する場合に

は、その結果については本人に対し直接通知すること。また、同法に基づく健

康診断の結果実施される精密検査における肝炎ウイルス検査の取扱いにも留意

する等の配慮を行うこと。
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基 発 第 0621007
平成 14年 6月 21

別記事業者団体の長 殿

厚生労働省労働基準局長

肝炎対策への協力について (要請 )

労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼

申し上げます。

さて、厚生労働省におきましては、肝炎対策に関する有識者会議報告書 (平

成 13年 3月 )に基づき、現在、肝炎対策を順次推進しているところであり、平

成 14年度に、老人保健法 (昭和 57年法律第 80号)に基づく健康診査や政府管

掌健康保険の生活習慣病予防健診に肝炎ウイルス検査が追加されるなど、肝炎

ウイルス検査の実施機会が拡大されました。

上記報告書における今後の肝炎対策の考え方に立って、労働者が様々な機会

を通じて自らの感染の状況を把握し、必要な医療や相談指導を受けることを肝

炎対策として進めるため、労働安全衛生法 (昭和 47年法律第 57号 )に基づく

健康診断に際して広く労働者に対する自発的な肝炎ウイルス検査の受診勧奨を

行うこととしました。このため、本件につき日本医師会長及び全国労働衛生団

体連合会会長に対して別紙のとおり協力依頼いたしました。

つきましては、貴団体の関係事業者に対して、下記につき,司 知方ご協力お願
いいたします。

記

1 労働安全衛生法に基づく健康診断に際して健康診断機関等が行う肝炎ウイ

ルス検査の受診勧奨に関して、必要な便宜を図るとともに、労働者の肝炎ウイ

ルス検査受診に対して、受診機会拡大の観点からの特段のご配慮をお願いした

いこと。

2 労働安全衛生法に基づく健康診断の機会をとらえて肝炎ウイルス検査を実

施する場合は、労働者の個別の同意に基づいて実施するとともに、その結果に

ついては当該検査を実施した医療機関から直接本人に通知するものとし、本人

の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることの

ないよう、その取扱いにつきプライバシー保護に十分なご配慮をお願いしたい

こと。

なお、肝炎ウイルス検査は労働安全衛生法に基づく健康診断項目には該当し

ないが、同法に基づく健康診断の結果をうけて、精密検査として肝炎ウイリレス

検査が実施されることも考えられる。この場合には、健康診断結果に基づき事

業者が講ずべき措置に関する指針公示第 1号 (平成 8年 10月 1日 )の 2の (4)
のハ中「事業者は (中略)再検査又は精密検査を行う必要のある労働者に対し

て、意見を聴く医師等に当該検査の結果を提出するよう働きかけることが適当

である。」とされているところであるが、この働きかけは、労働者の意思に従

って行うことにご留意願いたいこと。

口万
日
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(例)次のような方は

肝炎ウイメレス検査を受けましょう
過去に一度も肝炎ウイルス検査を受けたことのない方は、一度は検査を受ける機

会をもちましょう。また、下記の方は、感染の可能性が一般の方尺より高く、早め

の検査を受けてくださしヽ。

a.1992(平成4)年以前に輸血を受けた方
b.長期に血液透析を受けている方
C.輸入非加熱血液凝固因子製剤を投与された方
d.c。 と同等のリスクを有する非加熱凝固因子製剤を投与された方
e.フ イプリノゲン製剤 (フ ィプリン糊としての使用を含む。)を投与された方
i 大きな手術を受けた方
g.臓器移植を受けた方
h.薬物濫用者、入れ墨をしている方
i.ボディビアスを施している方
j。 その他 (過去に健康診断等で肝機能検査の異常を指摘されていたが、その後肝炎の検査

を実施していない方、感染率の高い地1或に住んでいる方等)

C LU肝姿 ル It?
C型肝炎は肝臓の病気です。DT炎になると、肝臓の細胞が壊れて、肝臓のIIJlき が悪くなります。C型肝炎は、適切な治療を行う

ことで病気の進展をとめたり、遅くすることができますので、きちんと検査をして病気を早く発見することが大切です。

日常生活の場ては、新たにC型肝炎ウィルス (HCV)に感染することはほとんどなく、通常は毎年繰り返してC型肝炎ウィル

ス 検 査 を う け る 嚇 要 は あ り ま せ ん 。 組 摯 の 有 曇 芥 確 言2する I「 は _tFi J:ヽ 綸 杏 芥 一 牛 FT麿 辱 曲 口 自 Lヽ と さ ね 了 しヽ キ す _ c型 肝 炎

の主な特徴は次のとおりです。

・血液を介して感染し、日常生活ではほとんど感染しません。

・持続感染者数は全国で100～200万人と推定されています。

・C型急性肝炎の多くは慢性イじし、経過とともに肝硬変、肝がんになる人がいます。慢性化すると、自然治馬はまれです。

。40歳代前後からllT炎が進行し、 60～65歳から肝がんの発生が急増すると報告されています。

・肝硬変、肝がんによる死亡 (平成 11年約4.5万人)のうち約7害」以上がC型肝炎ウイルスの持続感染によるものです。

なお、B型肝炎については、母子感染以外で持続感染者となることはまれであり、特に母子
感染対策を開始した昭和61年以降に生まれた世代での持続感染者はほとんどないことが知
られています。

(糸召/)夕t)
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(財)建設業振興基金

(財)石炭エネルギーセンター

(社)セ メント協会

(機 日本洗浄協会

(をDピール協会

(機フ・レストレストコンクリート建設業協会

にDプレハブ建築協会

(機建築業協会

(機信託協会

(初生命保険協会

(初全国クレーン建設業協会

(機全国火薬類保安協会

(機全国警備業協会

(機全国建設業協会

(4_D全国建設専門工事業団体連合会

(社)全国建築ヨンクリートプロックエ業会

(機全国乗用自動車連合会

(社)全国地方銀行協会

(社)全国中小建設業協会

(機全国中小建築工事業団体連合会

(機全国都市清掃会議

(機全日本 トラック協会

(社)全 日本鍛造協会

(機大日本水産会

(機電信電話工業協会

(機 日本ガス協会

(社)日 本ゴルフ場事業協会

(たD日 本ベアリングエ業会

(初 日本海洋開発建設協会

(社)日 本機械工業連合会

(機 日本強llB鋳鉄協会

(社)日 本橋梁建設協会

(機日本金属プレスエ業協会

(たD日 本空調衛生工事業協会

(社)日 本建設業経営協会
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(機 日本建設業団体連合会

(社)日 本建設躯体工事業団体連合会

(機日本建設大工工事業協会

(社 )日 本港運協会

(a日 本左官業組合連合会

(初 日本砂利協会

(初 日本砕石協会

(社 )日 本在外企業協会

(機 日本産業機械工業会

(わ日本証券業協会

牡 )日 本石綿協会

(機 日本船主協会

(社)日 本造園建設業協会

(初 日本造園組合連合会

(社)日 本造船工業会

(祖 日本中小型造船工業会

(わ日本鉄鋼連盟

(社)日 本鉄道建設業協会

“

D日 本電気工業会

(村1)日 本電設工業協会

(機日本電力建設業協会

(社 )日 本塗装工業会

(初 日本土木工業協会

(わ日本道路建設業協会

(機 日本鳶工業連合会

(社)日 本埋立浚渫協会

(機 日本民営鉄道協会

(社)日 本民間放送連盟

せんい強化セメント板協会

外航労務協会

紙・パルプ経営者懇談会

自動車産業経営者連盟

政府関係特殊法人連絡協議会

石油化学工業協会

石油業経営者懇談会

石油連盟
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全国ビルメンテナンス協会

全国管工事業協同組合連合会

全国基礎工業 lFJ同 組合連合会

全国建設業協同組合連合会

全国紙器工業組合連合会

全国森林組合連合会

全国生コンクリートエ業組合連合会

全国素材生産業協同組合連合会

全国段ポールエ業組合連合会

全国中小企業団体中央会

全国通運協会

全国農業協同組合連合会

全国木材組合連合会

全日本紙製品工業組合

損害保険経営者懇談会

通信工業連盟

電気事業連合会

電線工業経営者連盟

都市銀行懇話会

東京商工会議所

日本アンモニア協会

日本ゴムエ業会

日本ソーダエ業会

日本ダンポールエ業会

日本チエーンストア協会

日本化学工業協会

日本化学繊維協会

日本火薬工業会

日本経済団体連合会

日本鉱業協会

日本鋼橋梁塗装専門会

日本自動車工業会

日本商工会議所

日本醤油協会

日本伸銅協会

日本新聞協会
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日本生活協同組合連合会

日本製糸協会

日本鉄道車輌工業会

日本百貨店協会

日本紡績協会

日本麻紡績協会

日本羊毛紡績会

(財)21世紀職業財団

(財)勤労者リフレッシュ事業振興財団

(財)高年齢者雇用開発協会

(財)産業医学振興財団

(財 )Jコ ノjヽ企業労働福祉lFJ会

(わ全国労働保健事務組合

(社)日 本作業環境測定協会

(社)日 本人材派遣協会

(社)日 本保安用品協会

(0日本労働安全衛生コンカレタント会

建設業労働災害防止協会

鉱業労働災害防止協会

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

中央労働災害防止協会

働く人の健康づくり協会

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

林業・木材製造業労働災害防止協会
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参考資料2…3

基発第1208002号
職発第1208002号
平成 16年 12月  8日

渕    [労

働局

 lの長 殿

厚生労働省労働基準局長

厚生労働省職業安定局長

職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について

この度、過去に投与されたフィプリノゲン製剤により肝炎ウイルスに感染し、その感染を自党

していない者がいる可能性があることから、製剤を投与された者などに対し「C型肝炎等緊急総

合対策」等で整備した検査体制の利用又は医療機関への受診を呼びかけることとした。

この一環として、今般、三菱ウェルファーマ社においてフィプリノゲン製剤を納入したとされ

る医療機関の名称等が、 12月 9日 に公表される予定である。

ついては、今回の公表を契機として総合的な肝炎対策とウイルス性肝炎に関する情報の適正な

取扱いがよリー層推進されることとなるよう、「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事

項」を別添のように定め、事業場におけるウイルス性麟炎に対する適切な対応を促進することと

したところである。

貴職におかれては、以上の状況を踏まえ、種々の機会を捉えて本留意事項の周知に努められた

い 。
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基発 第 1208003号

職発第 1208003号

平成 16年 12月  8日

別記事業者団体及び関係団体の長 殿

厚生労働省労働基準局長

厚生労働省職業安定局長

職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について

この度、過去に投与されたフィブリノゲン製剤により肝炎ウイルスに感染し、その感染を自覚

していない者がいる可能性があることから、製剤を投与された者などに対し「C型肝炎等緊急総

合対策」等で整備 した検査体制の利用又は医療機関への受診を呼びかけることといたしました。

この一環として、今般、三菱ウェルファーマ社においてフィプリノグン製剤を納入したとされ

る医療機関の名称等が、 12月 9日 に公表される予定です。

つきましてはI今回の公表を契機として総合的な肝炎対策とクイルス性肝炎に関する情報の適

正な取扱いがよリー層推進されることとなるよう、「職場における肝炎ウイルス感染に関する留

意事項Jを別添のように定め、事業場におけるウイルス性肝炎に対する適切な対応を促進するこ

ととしたところです。

貴職におかれては、以上の状況を踏まえ、種々の機会を捉えて留意事項の周知をお願いすると

ともに、傘下の団体、会員事業場等の関係者に対する周知方ご協力をお願いいたします。
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別記 事業者団体及び関係団体の長 名簿 (事業者団体分)

社団法人日本経済団体連合会会長
東京商工会議所会頭
日本商工会議所会頭
全国中小企業団体中央会会長
都市銀行懇話会会長
社団法人全国地方銀行協会会長
社団法人信託協会会長
社団法人生命保険協会会長
社団法人日本証券業協会会長
損害保険経営者懇談会会長
政府関係特殊法人連絡協議会専務理事
外航労務協会会長
社団法人日本在外企業協会会長
石油連盟会長
石油化学工業協会会長
石油業経営者懇談会会長
日本麻紡績協会会長
日本ゴムェ業会会長
日本化学工業協会会長
日本ソーダエ業会会長
日本化学繊維協会会長
社団法人日本ガス協会会長

島奮螢費署食貪λレギーゼンター会長
電気事業連合会会長
電線工業経営者連盟理事
社団法人電信電話工事協会会長
社団法人日本機械工業連合会会長
社団法人日本産業機械工業会会長
日本自動車工業会会長
社団法人日本ベアリングエ業会会長
日本伸銅協会会長
日本紡績協会会長
日本製糸協会会長
日本羊毛紡績会会長

彗電練金尾奪賓9雫倉富昼会長     ｀
社団法人日本船主協会会長
社団法人日本造船工業会会長
電機 。電子・情報通信産業経営者連盟理事長

杜目套炎:棄量寓駿理蓬奎套量
日本肥料アンモニア協会会長
全国農業協同組合連合会会長
社団法人大日本水産会会長
日本醤油協会会長
ビール酒造組合の長
日本火薬工業会会長  ・

社団法人日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会会長
社団法人日本中小型造船工業会会長
社団法人全国人薬類保安協会会長
社団法人日本洗浄技能開発協会理事長
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日本鉄道車輌工業会会長
紙 0パルプ経営者懇談会会長

星査璧飛二κ壬羹倉容量合会理彗長
全日本紙製品工業組合会長
全日本紙器ダンボール箱工業組合連合会会長
社団法人全国建築コンクリー トプロックエ業会会長
全国生コンクリー トエ業組合連合会会長

社目練炎:棄議塁石基曇責
業協会会長

社団法人日本鉄鋼連盟会長
社団法人セメント協会会長
社団法人日本砕石協会会長
社団法人日本砂利協会会長
社団法人日本建設業団体連合会会長
社団法人全国建設業協会会長
社団法人全国中小建設業協会会長     .
社団法人全国中小建築工事業団体連合会会長
全国基礎工業協同組合連合会会長
社団法人日本土木工業協会会長
社団法人建築業協会会長
社団法人日本道路建設業協会会長
社団法人日本電力建設業協会会長
社団法人日本鉄道建設業協会会長
財団法人建設業振興基金  ´

社団法人日本埋立浚渫協会会長
社団法人日本電設工業協会会長
社団法人日本空調衛生工事業協会会長
全国管工事業協同組合連合会会長
社団法人日本塗装工業会会長    ・
社団法人日本左官業組合連合会会長
社団法人日本鳶工業連合会会長
社団法人全国建設専門工事業団体連合会会長

壮目喜炎ジじ貧で

'貴

雫會う乃 _卜建設業協会会長
全国建設業協同組合連合会会長
社団法人日本橋梁建設協会会長
社団法人全国クレーン建設業協会会長
社団法人日本造園建設業協会会長
社団法人日本海洋開発建設協会会長
社団法人日本建設大工工事業協会会長
社団法人日本建設業経営協会会長
社団法人日本建設躯体工事業団体連合会会長
社団法人日本造園組合連合会会長
社団法人全日本トラック協会会長
社団法人日本港運協会会長
社団法人全国乗用自動車連合会会長
全国通運協会会長
全国森林組合連合会会長
全国素材生産業協同組合連合会会長
全国木材組合連合会会長
社団法人日本新聞協会会長
日本百貨店協会会長
日本チエーンストア協会会長
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日本生活協同組合連合会会長
社団法人全国ビルメンテナンス協会会長
社団法人全国都市清掃会議会長
社団法人全国警備業協会会長
社団法人日本ゴルフ場事業協会理事長
社団法人日本強靭鋳鉄協会会長
全国中ガヽ企業団体総連合 の長
日本中小企業団体連盟  の長
全国商工会連合会    の長
全国商工団体連合会   の長
経済同友会 の長

全日本商店街連合会   の長
全国商店街振興組合連合会 の長

日本酒造組合中央会   の長
日本洋酒酒造組合 の長

日本綿スフ繊物工業連合会 の長
日本染色協会 の長

日本絹人繊織物工業会  の長

日本専門店会連盟
日本製糖協会
精糖工業会

日本毛繊工業協会
日本出版協会
印刷工業会

日本陶業連盟
日本製罐協会

日本時計協会
日本バス協会
全国通運業連合会

全国銀行協会
第二地方銀行協会
全国信用金庫協会

の長
のヽ長
の長

の長
‐ の長

の長

の長
の長

の長
の長
の長

の長
の長
の長

日本製薬団体連合会   の長
カメラ映像機器工業会  の長
日本 自動車タイヤ協会   の長
日本硝子製品工業会   の長

日本 自動車機械工具協会  の長
日本工作機械工業会   の長
全国木工機械工業会   の長
日本電機工業会 の長

電子情報技術産業協会  の長
日本運搬車両機器協会  の長
日本自動車車体工業会  の長
日本航空宇宙工業会   の長
日本計量機器工業連合会 の長
日本光学工業協会    の長
写真感光材料工業会   の長

全日本航空事業連合会  の長
日本倉庫協会      の長
日本貿易会       の長
日本自動車販売協会連合会 の長
日本セルフ・サービス協会 の長

全国労働金庫協会    の長
日本商品先物取引協会  の長
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日本損害保険協会    の長
全国共済農業協同組合連合会の長
不動産協会
日本ホテル協会
日本旅行業協会
日本広告業協会
全日本広告連盟

の長
の長
の長
の長
の長

全国農業協同組合中央会 の長
日本産業ヨ1練協会    の長
日本食糧協会
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lll記 事業者団体及び関係団体の長 名簿 (関係団体分)

中央労働災害防止協会会長
独立行政法人労働者健康福祉機構理事長
独立行政法人雇用・能力開発機構理事長
社団法人日本歯科医師会会長
社団法人日本作業環境測定協会会長
財団法人産業医学振興財団理事長
学校法人産業医科大学理事長
社団法人日本ボイラ協会会長
社団法人日本クレーン協会会長
社団法人日本化学物質安全・情報センター会長
社団法人ポイラ。クレーン安全協会会長
財団法人日本小型貫流ボイラー協会会長
社団法人仮設工業会会長
社団法人産業安全技術協会会長
社団法人日本ボイラ整備据付協会会長
財団法人安全衛生技術試験協会理事長
社団法人建設桁役車両安全技術協会会長
社団法人全国登録教習機関協会会長
社団法人全国労働基準関係団体連合会会長
社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会会長
社団法人合板仮設安全技術協会会長
財団法人全国安全会議議長
社団法人全国建設業労災互助会理事長
社団法人日本港湾福利厚生協会会長
社団法人日本産業衛生学会理事長
財団法人日本中小企業福祉事業財団理事長
社団法人日本保安用品協会会長
財団法人建設業福祉共済団理事長
社団法人全国労働保険事務組合連合会会長
全国社会保険労務士会連合会会長
財団法人健康・体力づくり事業財団理事長
財団法人全日本交通安全協会会長
財団法人日本消防協会会長      ・

独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長
財団法人あしたの日本を創る協会会長
財団法人地方公務員安全衛生推進協会理事長
財団法人勤労者リフレッシュ事業振興財団会長
社団法人日本産業カウンセラー協会会長
財団法人 21世紀職業財団会長
財団法人港湾労働安定協会会長
社団法人日本人材派遣協会会長      _´
財団法人高年齢者雇用開発協会会長
首都高速道路公団理事長
成田国際空港株式会社会長
地域振興整備公団総裁
都市基盤整備公団総裁
独立行政法人鉄道建設 。運輸施設整備支援機構理事長
日本道路公団総裁
阪神高速道路公団理事長
本州四国連絡橋公団総裁
独立行政法人水資源機構理事長
独立行政法人緑資源機構理事長
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日本郵政公社総裁
東京地下鉄株式会社会長
日本下水道事業団理事長    ・
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長
中央職業能力開発協会会長
全国市長会会長
全国町村会会長
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基発第 1208004号

職発第 1208004号

平成 16年 12月  8日

社団法人日本医師会会長 殿

厚生労働省労働基準局長

厚生労働省職業安定局長

職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について

この度、過去に投与されたフィプリノゲン製剤により肝炎ウイルスに感染 し、その感染を自党

していない者がいる可能性があることから、製剤を投与された者などに対し「C型肝炎等緊急総

合対策」等で整備した検査体制の利用又は医療機関への受診を呼びかけることといたしました。

この一環として、今般、三菱ウェルファーマ社においてフィプリノゲン製剤を納入したとされ

る医療機関の名称等が、12月 9日 に公表される予定です。

つきましては、今回の公表を契機として総合的な肝炎対策とウイルス性肝炎に関する情報の適

正な取扱いがよリー層推進されることとなるよう、「職場における肝炎ウイルス感染に関する留

意事項」を別添のように定め、事業場におけるウイルス性肝炎に対する適切な太ヽ を促進するこ

ととしたところです。     ・

貴職におかれては、以上の状況を踏まえ、種々の機会を捉えて本留意事項の周知をお願いする

とともに、産業保健活動に携わっておられる方々をはじめとする会員医師の皆様に対して、周知

方ご協力をお願いいたします。                           ,
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基発第 1208005号

職発第 1208005号

平成 16年 12月  8日

社団法人全国労働衛生団体連合会会長 殿

厚生労働省労働基準局長

厚生労働省職業安定局長

職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について

この度、過去に投与されたフィプリノゲン製剤により肝炎ウイルスに感染し、その感染を自覚

していない者がいる可能性があることから、製剤を投与された者などに対し「C型肝炎等緊急総

合対策」等で整備した検査体市1の利用又は医療機関への受診を呼びかけることといたしました。

この一環として、今般、三菱ウェルファーマ社においてフィブソノゲン製剤を納入したとされ

る医療機関の名称等が、12月 9日 に公表される予定です。

つきましては、今回の公表を契機として総合的な肝炎対策とウイルス性肝炎に関する情報の適

正な取扱いがよリー層推進されることとなるよう、「職場における肝炎ウイル不感染に関する留

意事項Jを別添のように定め、事業場におけるウイルス性肝炎に対する適切な対応を促進するこ

ととしたところです。

貴職におかれては、以上の状況を踏まえ、種々の機会を捉えて本留意事項の周知をお願いする

とともに、貴連合会の会員機関並びに総合精度管理事業参加機関に対して、周知方ご協力をお願

いいたします。
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職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項

1.趣  旨

ウイルス性肝炎は、通常の業務において労働者が感染したり、感染者が他の労働者に感染させた

りすることは考えられず、また多くの場合肝機能が正常である状態が続くことから、基本的に就業

に当たつての問題はない。

一方で、ウイルス性肝炎の早期発見、早期治療を推進するとともに、事業場において肝炎ウイル

ス感染者に対する適切な対応を図る観点から、事業者は以下に示す事項に留意する必要がある。

2.肝炎ウイルス検査について

我が国のC型肝炎ウイルスの持続感染者は、100万人から200万人存在すると推定され、症

状がないために、自分自身の感染を把握していない者が多く、何ら治療等がなされないまま数十年

後に肝硬変や肝がんへ移行するものがあるとされている。ウイルス性肝炎は早期に適切な治療を行    '
うことで、完治したり、発症 。進展を遅らせたりすることが可能なことから、厚生労働省では、自

らの肝炎ウイルス保有の有無を確認することを勧奨している。

このため、事業者に対しても労働者が希望する場合においては、職域において実施される様々な

健康診断等の際に肝炎ウイルスの検査を受診することや、自治体等が実施している肝炎ウイルス検

査等を受診できるよう配慮することが望まれる。

なお、事業者が労働安全衛生法に基づく健康診断の機会をとらえて肝炎ウイルス検査を実施する

場合は、労働者の個別の同意に基づいて実施するとともに、その結果については当該検査を実施し

た医療機関から直接本人に通知するものとし、本人の同意なく本人以外の者が不用意に健診受診の

有無や結果などを知ることのないよう十分に配慮する必要がある。         ,

3.雇用管理等について      '
(1)採用に当たって ・

事業者は、労働者の採用選考を行うに当たつて、応募者の適性″含ヒカを判断する上で真に合理的

かつ客観的必要性がある場合を除き、肝炎ウイルス検査を行わないこと。

なお、真に必要な場合であっても、応募者に対して検査内容とその必要性についてあらかじめ十

分な説明を行つたうえで実施する必要がある。

(2)就業上の配慮について

ウイルス性肝炎は、多くの場合肝炎ウイルスが体内に持続的に存在していながら、数十年間、特

に自党症状もなく、肝機能も正常である状態が続く。したがつて、そのような労働者のための就業

上の配慮は特に必要はなく、また処遇について他の労働者と異なる扱いをする理由はない。もとよ

り肝炎ウイルスに感染していることそれ自体は就業禁止や解雇の理由とならないことは言うまで

もないものである。     ・

また、肝炎ウイルスによる症状が見られる労働者については、他の病気を有する労働者と同様に、

その病状等に応じ、必要に応じて産業医等と相談の上、合理的な就業上の配慮が必要である。
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参考資料2-4

基発第0401026号

平成20年 4月 1日

都道府県労働局長 殿

'                            厚生労働省労働基準局長

労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について

肝炎対策については、「肝炎対策への協力について」 (平成14年6月 21日 付け基発第0621007号 )及 び
「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について」 (平成16年 12月 8日 付け基発第1208002号 、
職発第1208002号 )により通知しているところである。

今般、ウイルス性肝炎対策につぃて、平成20年度より新たにB型 及びC型肝炎のインターフェロン治療に
対する医療費助成が開始される予定であることから、Fれを契機として、肝炎の総合的な対策をよリー層
推進するため、肝炎ウイルスに感染した可能性のある方々に一日も早く検査・治療を受けていただくよう、
別紙のとおり、事業者団体の長、関係|コ体の長及び全国労働衛生団体連合会会長に対し、労働者に対する
肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知を依頼したところである。

ついては、各局においても、以上の状況を踏まえ、関係団体に対し、下記事項について協力を要請され
たい。

言己

1 ウイルス性肝炎は、早期発見・早期治療が重要であることから、労働者に対して肝炎ウイルス検査 (

以下「検査」という。)の意義を周知するとともに、必要に応じ検査を受診するよう呼びかけること。

2 記の1の呼びかけに際 しては、労働者に対し別添についても周知すること。

3 労働者が検査の受診を希望する場合には、受診機会拡大の観点からの特段の配慮を行うこと。

4 本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう、プライバ
シー保護に十分な配慮をすること。
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別紙

基発第0401027号
平成20年 4月 1日

別記事業者団体の長 殿

厚生労働省労働基準局長

労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について (依頼 )

労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、肝炎対策については、「肝炎対策への協力について (要請)」 (平成14年 6月 21日 基発第062100

7号 )及び「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について」 (平成16年 12月 8日 付け基発第1

208003号 、職発第1208003号 )により協力を要請しているところです。
今般、ウイルス性肝炎対策について、平成20年 度より新たにB型及びC型肝炎のインターフェロン治療に

対する医療費助成が開始される予定であることから、これを契機として、肝炎の総合的な対策をよリー層
推進するため、肝炎ウイルスに感染した可能性のある方々に一日も早く検査・治療を受けていただくよう、
改めて、労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知を行うこととしました。

つきましては、貴団体の関係事業者に対して、下記事項につき周知方御協力をお願いいたします。

言己

1 ウイルス性肝炎は、早期発見・早期治療が重要であることから、労働者に対して肝炎ウイルス検査 (

以下「検査」という。)の意義を周知するとともに、必要に応じ検査を受診するよう呼びかけること。

2 記の1の呼びかけに際 しては、労働者に対し別添についても周知すること。

3 労働者が検査の受診を希望する場合には、受診機会拡大の観点からの特段の配慮を行うこと。

4 本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう、プライバ
シー保護に十分配慮することD

基発第0401028号

平成20年 4月 1日

別記関係団体の長 殿

厚生労働省労働基準局長

労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について (依頼 )

労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、肝炎対策については、「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項にっいて」 (平成16年

12月 8日 付け基発第1208003号 、職発第1208003号 )に より協力を要請しているところです。
今般、ウイルス性肝炎対策について、平成20年 度より新たにB型及びC型肝炎のインターフェロン治療に

対する医療費助成が開始される予定であることから、これを契機として、肝炎の総合的な対策をよリー層
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推進するため、肝炎ウイルスに感染した可能性のある方々に一日も早く検査・治療を受けていただくょう、
改めて、労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知を行うこととしました。

つきましては、貴団体の関係事業者に対して、下記事項につき周知方御協力をお願いいたします。

言己

1 ウイルス性肝炎は、早期発見・早期治療が重要であることから、労働者に対して肝炎ウイルス検査 (

以下「検査」という。)の意義を周知するとともに、必要に応 じ検査を受診するよう呼びかけること。

2 記の1の 呼びかけに際しては、労働者に対し別添についても周知すること。

3 労働者が検査の受診を希望する場合には、受診機会拡大の観点からの特段の配慮を行うこと。

4 本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう、プライバ
シー保護に十分配慮すること。

基発第0401029号

平成20年 4月 1日

社団法人全国労働衛生団体連合会会長 殿

厚生労働省労働基準局長

労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について (依頼 )

労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

そil摯11曇 [哲藷ギ詰≧翼ξ‖鳥据:li12211挙
倉辞衰8季譲貿番案2畠響憲墓讐墓讐袴ξl、

」
彗1208005号 )により依頼 しているところです。

今般、ウイルス性肝炎対策について、平成20年度より新たにB型及びC型肝炎のインターフェロン治療に
対する医療費助成が開始される予定であることから、これを契機として、肝炎の総合的な対策をよリー層

装
::][革 意

「
會こ:13[:1き 睾][募をヨ:奪

経醤子思嵩昂碁簿守こ曹督t曇 じ死:｀

ただくよう｀

[管理事業参加機関に対 し、下記事項につき周知方御
協力をお願いいたします。

言己

1 ウイルス肝炎は、早期発見・早期治療が重要であることから、肝炎ウイルス検査 (以下「検査」とい
う。)の意義を事業者及び労働者に周知するとともに、労働者に対しては、必要に応じ検査を受診する
よう呼びかけること。

2 記の 1の呼びかけに際 しては、労働者に対し別添についても周知すること。

3 労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号 )に基づく健康診断の結果、肝炎ウイルス感染が疑われる場合
には、当該労働者に対し、検査の意義を説明し、受診を促すこと。

4 本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう、プライバ
シー保護に十分配慮すること。
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参考資料2-5

基安労発第 1

平成 20年
225001号

12月 25日

都道府県労働局労働基準部

労働衛生主務課長 殿

厚生労働省労働基準局

安全衛生部労働衛生課長

(公  F口  省  略)

労働者に対する肝炎 ウイルス検査の受診 FrJ」奨等の周知について

肝炎対策については、「肝炎対策への協力について」 (lF成 J4年 6り]21日 付け基発第 06
21007号 )、

「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意 li項について」(平成 16年 12
月 8日 付け堪発第 1208002号 、職発第 1208002号 )及び 「労lJll者 に対する肝炎ウ

イルス検査の受診勧奨等の周知について」 (平成 20年 4月 1日 付け基発第0401026号 )

により通知 しているところである。

今般、平成 20年 12月 19日 に厚生労働大により社 l・
ll法 人日本経済l・

lJ体連合会会長宛に「ウ

イルス′にL肝炎に関する経済界への協力要請i牛」(男 ll紙 1)を手交したところであり、また、ウィ

ルス性肝炎の総合的な対策をよリー層141進するため、健康局疾病対策課において肝炎ウイルス

検査等の周知に関するポスター (別添 1)及びリーフレット (別添 2)を新たに作成 したとこ

ろであ り、別紙 2の とおり、事業者団体の長、関係lNll体の長及び全国労101イキテ生団体連合会会長

に対し、労働者に対する肝炎 ウイルス検査の受診llJJ奨 等の周知の際にご活用頂くよう依頼 した

ところである。

ついては、各局においても、上記を踏まえて、労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨

等の周知においては、 1司資料をご活用頂くようお願いする。なお、同資料は、下記ホームペー

ジからダウンロー ドすることが可能である。

言己

(厚生労働省健康局疾病対策課 月千炎対策推進室ホームペー ジ)

QJI』塾理哩燿ゴ上■ュ興 kal(ur上ュ1ls⊆nShOt109/1n(lex.1111111

(ポ スター)

Ш堕
=…

型コ興kOl1/kckl(ak ll‐ kallscnsl〕 o1100ι⊇J″06つ (I

(リ ーフレット)

htL■11畳坐理里■上出虹撃廻」ぬ/bllnva/kellkOu/kckkaku‐ k:〕 llsOns1louOo“df/0塁 I≧ (lf
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馴目地貯策の
機綱

蹴̈
一 B型・ C型肝炎の

インタ‐フエロン治療に対すぶ
医療費助成 を行っています。

肝炎ウイルス検査
を受けたことが
ありますか?

早期発見、早期治療 !

検査の実施日程や費用など、
詳しくはお住まいの都道府県に
お問い合わせください。

労 働 省
日本 医 師会
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月J,不 2 oTm。
籠割躙睫

ウイルス性肝炎の検査にういて ¨

¨

― ―

あなたは、
肝炎ウイメレス検査を受けたことがありますか?

・
 は い

・
 い い え ・わからない

早期発見、早期治療 l

「いいえ」、「わからない」を選んだ方は、
是非この機会に肝炎ウイルス検査
を受けましょう !

～ウイルス性肝炎とは?～
ウイルス性肝炎とは、肝炎ウイルスに感染して肝臓の細胞が

壊れてい<病気です。この病気になると、徐長に肝1蔵の機能が
失われていき、ついには肝硬変や肝がんに至ることもあります。
B型及びC型月干炎ウイルスの患者・感染者は、合わせて300万
人を超していると推定され、国内最大の感染症とも言われてい
ます。

～肝臓のニックネームは “沈黙の臓器"～
肝炎になっても、肝臓はなかなかSOSを 出しません。「体

がだるい」と気付<ころには、かなりの重症になつてしまって
います。でも大丈夫。肝炎ウイルスは、検 査 で分かります !

肝炎ウイルスに感染していても、適切な健康管理 0治療で、肝
炎から肝硬変や肝がんに悪化するのを予防することが可能です。

*肝炎のほとんどは、肝炎ウイルスによって起こる「ウイルス性肝炎」です。

(お問い合わせ先)

● 厚生労働省健康局疾病対策課 肝炎対策推進室

TEL:()3-5253-llll(月 ～金B翌 日、9時半～18時 )

URL:h11)://｀′、′、.n、 hi、 .∬〉iP/1ヽ l口 1ン1/kcnh、 1/1cヽ Ll卜 1:‐kansciぃ houtllJ/indc、 hi:コ 1

● ウイルス肝炎研究財団 (病気の相談)

TEL:()3-5689-8202(月 ～金曜日、10時～16時 )

URL:h均 )://ヽ W`、 hn“)riP/o8con、 u1/iI,dぃ h●

"1 43
Mail:J、 1●lCanド K)ぃ nc l) (製作)厚生労働省健康局



ウイルス性肝炎 Q&A
Ql、 検査を受けるには?
【どんな検査 ?】

肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、採血検査で判断します。

短時間で済み、また、数週間で検査結果をお知らせできます。

※感染後は3ヶ月ほどたたないと、陽1生にならないこともあります。

【どこで受けられるの?】

検査を受診する機会は、以下のようなものがあります。
・お住まいの市町村での健診
。お住まいの都道府県等の保健所での肝炎ウイルス検査
※実施日程や費用などは、それぞれの実施主体によって異なりますので、

別途お問い合わせください。

Q2、 感染が分かつたら?
肝炎ウイルスに感染していたとしても、肝臓の状態は人によってまち

まちです。まずは、専門医に相談してみましょう。

<主な治療方法(インターフェロン治療)について>
○ インターフェロンは、免疫系・炎症の調節等に作用して効果を発

揮する薬斉」で、ウイルス性肝炎を根治することができるものです。

OB型 肝炎の場合は約3割、C型肝炎の場合は約5～ 9割の人が

治療効果を期待できます.

※ 治療効果は、遺伝子型、ウイルス1■ などによって異なります。

Q3、 インターフエロン治療に対する

医療費助成制度とは?
国と都道府県では、肝炎の有力な治療法であるインターフェロン治療

について、あなたの負担額を軽減する助成を行つてしヽます。助成の対

象となるのはB型又はC型肝炎のインターフェロン治療 です。

あなたの世帯の所得に応じて、月当たりの医療費を軽減します。

詳しくはお近くの保健所にお問い合わせください。
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別紙 1

社
団
法
人
日
本
経
済
団
体
逹
合
会
会
長
　
御
手
洗

一〕口
士
夫
　
殿

ウ
イ
ル
ス
性
肝
人

に
関
す
る
経
済
界

へ
の
協
力
姜
請
吉

日
頃
か
ら
、
肝
炎
対
策

の
作
進
に
つ
い
て
格
別

の
御
高
配
を
賜
り
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
国
内
晨
人
の
虐
染
症
と
言
わ
れ
て
い
る
ウ
イ
ル
ス
性
肝
人

の

手
期
分
几
、
子
期
治
恭

の
た
め
に
は
、
検
査
や
治
春
を
え
け
や
す

い
環

境

の
整
備
が
立
要
で
す
。
特
に
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
治
碁
は
、
痛
気

の
根
治
が
可
能
で
大
変
有
効
曇
治
碁
法
で
す
が
、　
一
般
的
に
、

・
治
碁
当
初
に
二
週
間
程
度

の
入
院
が
必
要
で
あ
る
こ
と

。
ほ
ぼ
無
理
の
■
院
が
必
要

で
あ
る
こ
と

（約

一
年
間
）

。
高
熱
や
全
身
倦
恙
恙
、
押
う

つ
等
の
強

い
副
作
用
を
伴
う
こ
と
が
多

い

ヽ
」
と

等

の
特
徴

が
あ
り
、
早
期

の
治
泰

を
た

め
ら
う

万
が

い
ら

っ
し
ゃ

い
ま

す
。

日
頃
、
仕
事

に
従
事

し

て

い
る
労
働
者

の
オ

さ
ん
が
、
治
碁

を
失

け

や
す

い
環
売

を
作
る
た

め

に
は
、
事
業
者

の
ガ

々
の
御
協
力
が
不
可

欠

で
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、

一
、　
労
働
者

に
対
し
て
、
肝
人

ウ
イ
ル

ス
検
査

を
受
け
る
こ
と
の
意
義

を
周
■
し
、
検
査

の
夫
診
を
十
び
掛
け
る
こ
と
。

一
、

イ
ン
タ
ー

フ

ェ
ロ
ン
治
春

の
た
め

の
入
院

。
二
院
や
副
作
用
等

で

就
労

で
き
な

い
労
働
者

に
対
し
て
、
休
暇

の
付
与
等
、
特
段

の
配
慮

を

す

る

こ

と

。

一
、
職
場
や
採
用
遅
考
時

に
お
い
て
、
肝
人

の
恙
オ

・
遂
染
者
が
差
別

を
受
け
る
こ
と
の
な

い
よ
う
、
工
し
い
理
解

の
普
及
を
図
る
こ
と
。

に

つ
い
て
苛
会
に
お
か
れ
ま
し
て
も
深

い
御
理
解
を
腸
り
ま
す
と
と
も

に
、
会
員
団
体

・
企
業
に
お
け
る
取
俎
を
促
じ
イヽ
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、

特
段

の
御
配
意
を
、
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

千
戌

二
十
年
十
二
月

一
九
日厚

生
労
働
大
臣

舛

添

妥

ヽ
い

躙
雌

塑

成

〓

厚

蘭
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基安労発第 1

平成 20年
225002号

12月 25日

別記事業者関係団体の長 殿

厚生労働省労働基準局

安全術生部労働術生課長

労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診 llJJ奨等の周知について (依頼 )

労f助基4[行政のlll進 につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼中 tン 上げます。

さて、月F炎 7il策 にっいては、「肝炎対策への 1/JJ力 について (要請)」 (12成 14年 6月 21日 4・ l

け基発第 0621007号 )、
「職場における月千炎ウイルス感染に関する留意 il「

I貞 について」(平

成 16年 12月 8「1付 け基発第 1208003号 、‖it発 第 1208003号 )及び 「労f」ll者 に

刈する月「炎 ウイルス検査の受診勧奨等の周矢nに ついて (依 頼)」 (平成 20年 4月 J日 付け基発

第 0401027け )に より協力を要:i:し ているところです。

今般、ウイルス性肝炎の総合的な対策をよリー層推進するため、1771川 (局疾病対策課において

肝炎ウイルス検査等の周力1に 関するポスター (別添 1)及 び リーフレット (別添 2)を /Jlた に

作成いたしました。

つきましては、労lfl」者に力|す る肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の際には、1司 資料をご活用頂

きますようお願いいたします。なお、同資料は、下記ホームページからダウンロー ドすること

が ll∫ 能でづ
~。

記

(lrF生 労働省健康局疾病対策課 月干炎刻策推進室ホームページ)

1lttl〕 :〃、v、アw〕1lhlW gO ip/bullva/kenkou/kekknku‐ ka1lsellshou09/index hinll

(ポ スター )

1lttI)://、v、 v、v nlh]ヽ v goip/1Dt】 nv′1/konkou/kekkal`u[LaniQ■ si10■ 1()9/1)(1″ 06p(lF

(リ ーフレット)

h ttp:/ハ′w、v nllll、v qoip/1Junva/konkou/kckkaLu二 aヽnwnshouo9埼 )df705 D(U｀

4!「



別記 事業者団体の長 名簿

社団法人日本経済団体連合会会長 殿

東京商工会議所会頭 殿

日本商J二会議所会頭 殿

全国中小企業団体中央会会長 殿

全国銀行協会会長 殿

社団法人全国地方銀行協会会長 殿

社団法人信託協会会長 殿

社団法人生命保険協会会長 殿

社団法人日本証券業協会会長 殿

社団法人日本損害保険協会会長 殿

政府関係法人連絡協議会専務理事 殿

社団法人日本在外企業協会会長 殿

石油連盟会長 殿

石油化学工業協会会長 殿

石油業経営者懇談会会長 殿

日本麻紡績協会会長 殿

日本ゴムエ業会会長 殿

社団法人日本化学工業協会会長 殿

日本ソーダエ業会会長 殿

日本化学繊維協会会長 殿

社団法人日本ガス協会会長 殿

日本鉱業協会会長 殿

財団法人石炭エネルギーセンター会長 殿

電気事業連合会会長 殿

電線工業経営者連盟理事 殿

社団法人電信電話工事協会会長 殿

社団法人日本機械工業連合会会長 殿

社団法人 日本産業機械工業会会長 殿

日本自動車工業会会長 殿

社団法人 日本ベアリングエ業会会長 殿

日本伸銅協会会長 殿

日本紡績協会会長 殿

日本製糸協会会長 殿

日本羊毛紡績会会長 殿

社団法人 日本石綿協会会長 殿  '
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せんいJ会化セメン ト板協会会長 殿

社団法人 日本船主協会会長 殿

社団法人 日本造船工業会会長 殿

電肝 電子・情報通信産業経営者連盟理 1」長 J役

社団法人 日本民営鉄道協会会長 殿

社団法人 日本民間放送連盟会長 般

日本肥料アンモニア協会会長 殿

全国農業協同組合連合会会長 殿

社団法人大 日本水産会会長 殿

日本醤油協会会長 殿

ビール酒造組合 御中

日本火薬工業会会長 殿

社団法人 日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会会長 ):比

な11団 法人に1本 中小型造船工業会会長 殿

社岡法人全国火薬類保安協会会長 殿

社□1法人 日本洗浄技能開発協会理lli長  殿

日本鉄道車 ll T_業 会会長 殿

日本製紙連合会会長 殿

企Лl段 ボール]i業糸n合連合会理|lf長  殿

企 日本和t製品工業糸且合会長 殿

/i・ 日本紙器ダンボール箱工業組合江L合会会1( 般

社日l法人全国史L築 コンクリー トブロックエ業会会1(

全国生コンクリー ト]1業組合連合会会長 殿

社団法人 日本金属プレス:「業協会会長 般

社 F・
ll法 人「l本鍛造協会会 lそ 般

社 |・
In法 人 日本鉄鋼il盟会長 殿

社団法人セメン ト協会会長 殿

社団法人 日本砕石協会会長 殿

社団法人 日本砂利協会会長 殿

社団法人 日本建設業団体連合会会長 殿

社団法人全国建設業協会会長 殿

社団法人全国中小建設業協会会長 殿

社団法人全国中小建築工事業|』 体連合会会長 殿

全国基礎工業協同組合連合会会長 殿

社団法人 [日 本土木工業協会会長 殿

社団法人建築業協会会長 殿 1

社団法人 日本道路建設業協会会長 殿

り岐
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社団法人日本電力建設業協会会長 殿

社団法人日本鉄道建設業協会会長 殿

財団法人建設業振興基金 御中

社団法人日本埋立浚渫協会会長 殿

社団法人日本電設工業協会会長 殿

社団法人日本空調衛生 J_事業協会会長 殿

全国管工事業協同組合連合会会長 殿

社団法人日本塗装工業会会長 殿

社団法人日本左官業組合連合会会長 殿

社団法人日本鳶工業連合会会長 殿

社団法人全国建設専門工事業団体連合会会長 殿

社団法人プレハブ建築協会会長 殿

社団法人プレス トレス トコンクリー ト建設業協会会長

全国建設業協同組合連合会会長 殿

社団法人日本橋梁建設協会会長 殿

社団法人全国クレーン建設業協会会長 殿

社団法人日本造関建設業協会会長 殿

社団法人 日本海洋開発建設協会会長 殿

社団法人日本建設大工工事業協会会長 殿

社団法人日本建設業経営協会会長 殿

社団法人日本建設躯体工事業団体連合会会長 殿

社団法人日本造園組合連合会会長 殿

社団法人全 日本 トラック協会会長 殿

社団法人日本港運協会会長 殿

社団法人全国乗用自動車連合会会長 殿

全国通運協会会長 殿

全国森林組合連合会会長 殿

全国素材生産業協同組合連合会会長 殿

全国木材組合連合会会長 殿

社団法人 日本新聞協会会長 殿

日本百貨店協会会長 殿

日本チエーンス トア協会会長 殿

日本生活協同組合連合会会長 殿

社団法人全国ビルメンテナンス協会会長 殿

社団法人全国都市清掃会議会長 殿

社団法人全国警備業協会会長 殿

社団法人日本ゴルフ場事業協会理事長 殿

殿
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社曰]法人 日木鋳造協会会長 殿
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基安労発第 1225003号

平 成 20年 12月 2511

男J記 関係 |・
ll体 の長 殿

厚生労働省労働基準局

安全術生部労働衛生課長

労働者に対する肝炎 ウイルス検査の受診勧奨等の周知について (依頼 )

労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力をllCり 厚く御礼中し上げます。

さて、肝炎刈策については、「1哉場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について」(ヨ
2

成 16年 12月 8日 付け基発第 1208003号 、職発第 1208003号 )及び 「労イ」lb者 に

対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について (依頼)」 (平成 20年 4月 1日 付け基発

第 0401028号 )に より協力を要請しているところです。

今般、ウイルス性肝炎の総合的な対策をよリー層推進するため、健康局疾病対策課において

肝炎ウイルス検査等の周知に関するポスター (別添 1)及び リーフレット (別添 2)を新たに

作成いたしました。

つきましては、労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の際には、同資料をご活用頂

きますようお願いいたします。なお、同資料は、下記ホームページからダウンロー ドすること

が口∫能です。

記

(厚生労働省健康局疾病対策課 肝炎対策推進室ホーノ、ページ)

ht′ tp:〃www nlhlw goip/bunva/〕《enko11/kekkaktl‐ 1【ans01ls1lo110(ソ index htinl

(ポスター )

http://、 vww nlhlw goip/bunva/1(en】 【Ou/kekkakll― kansenshOl109/Ddf/06 Ddf

(リ ーフレッ ト)

http://1v、,w.Inhl、v.go ip/1Dllnva/kenkou/kekkaku‐kansensho1109/13df/05.ptr
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別記 関係団体の兵 名簿

独立行政法人労働者健康福祉機構理事長 殿

独立行政法人雇用・能力開発機構理事長 殿

社団法人 日本歯科医師会会長 殿

社団法人 日本作業環境測定協会会長 殿

社団法人全国労働術生団体連合会会長 殿

財団法人産業医学振興財団理 IP・ 長 殿

学校法人産業医科大学理事長 殿

社団法人 日本ボイラ協会会長 殿

社 INll法 人 日本クレーン協会会長 殿

社団法人 日本化学物質安全 ,情報センター会長 殿

社団法人ボイラ・クレーン安全協会会長 殿

財団法人 日本小型貫流ボイラー協会会長 殿

社団法人仮設■i業会会長 殿

社「・ll法人産業安全技術協会会長 殿

社団法人日本ボイラ1古研i据付協会会長 殿

財団法人安全術生技術試験協会理 li長 殿

社団法人建設荷役車両安全技術協会会長 殿

社団法人全国登録教習機関協会会長 殿

社 l・
ll法 人全国労lJlll基 4L関係団体連合会会長 殿

社 l・
ll法人 口木労lllll安 全術生コンサルタン ト会会長 力:t

社同法人合板仮設安全技術協会会長 殿

財団法人全国安全会議議長 殿

社団法人全国建設業労災釣:助会理:lf長 般

社 l・
ll法 人日本港湾福利厚生協会会長 殿

社
「

1法人 日本産業衛生学会理事長 殿

財 |ヨ 法人 日本中小企業福祉事業財団理事長 殿

社|ヨ 法人 日本保安用品協会会長 殿

財団法人建設業福祉共済団理事長 殿

社団法人全国労働保険事務組合連合会会長 殿

全国社会保険労務士会連合会会長 殿

財団法人健康・体力づくり事業財岡理事長

財団法人全 日本交il安全協会会長 殿

財団法人 日本消防協会会長 殿

独立行政法人 日本スポーツ振興センター理司T長 殿

財団法人あしたの日本を創る協会会長 殿
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財団法人地方公務員安全術生協会馴l事長 殿

社団法人日本産業カウンセラー協会会長 殿

財団法人 21世紀職業財国会長 殿

財団法人港湾労働安定協会会長 殿

社団法人日本人材派遣協会会長 殿

財団法人高年齢者雇用開発協会会長 殿

首都高速道路株式会社会長 殿

成田国際空港株式会社会長 殿

lt立行政法人都市再生機IIJ理事長 殿

独立行政法人中小企業基盤整備機構理J「長 殿

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長

束日本高速道路株式会社会長 殿

中日本高速道路株式会社会長 殿

西日本高速道路株式会社会長 殿

阪神高速道路株式会社会長 殿

本州 lJLJ国 連絡高速道路株式会社代表取締役社長 殿

独立行政法人水資源機構理事長 殿

独立行政法人緑資源機構理事長 殿

東京地下鉄株式会社会長 殿

日本下水道事業団理事長 殿

lL立行政法人高齢 。障害者雇用支援機構理事長 殿

中央職業能力開発協会会長 殿

全国市長会会長 殿

企 |ヨ 田「村会会長 殿

日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長 殿

社団法人日本薬剤師会会長 殿

殿
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基安労発第 1225004号

平 成 20年 12月 25日

仕団法人 全国労働衛生団体連合会会長 殿

厚生労働省労働基4L局

安全衛生部労働衛生課長

労働者に対す る肝炎ウイルス検査の受診4Jl奨等の周知について (依頼 )

労働基準行政の推進につきましては、 IJ頃から格段の御協力を賜 りllrlく 御礼申し上げます。

さて、llT炎対策については、「労1助者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について (依

頼)J(i]こ成 14年 6り1211J「 J‐ Iリ カリ袴第 0621007零 )、 「Jttt場
|、1お ける方:「

炎ウイルスたヽ染

に関する留意事項についてJ(114成 16年 12J18日 付け基発第 1208005号 、職発第 12
08005号 )及 び 「労llb者 に刈する肝炎ウイルス検査の受診 i力 奨等の周知について (依頼)」

い平成 20年 4月 l FJイ寸け基発第 0401029号 )に より協力を要請しているところです。

今般、ウイルス性肝炎の総合的な対策をよリー層推進するため、健康局疾病対策課において

肝炎ウイルス検査等の周知に関するポスター (別添 1)及び リーフレット (別添 2)を新たに

作成いた しました。

つきま しては、労llllb者 に対するll l炎 ウイルス検査の受診 llJl奨等の際には、同資料をご活用頂

きますようお願いいた します。なお、 1司 資料は、下記ホームページからダウンロー ドすること

が可青ヒでり
~。

記

(厚生労働省健康局疾病対策課 月11炎 対策 lllill室 ホームページ)

ht,tD:/ム vww lllhlヽv gOiD/b■ lnva/konkOu/kek](aku‐ kansenshOu09/in(lox himl

(ポスター )

ht11)VAv、、ア、VInl〕 1、v golpん 1lnva/kellkou/kOl【 kaku― kansOnshou09ゎ df/06 Ddf

(リ ーフ レッ ト)

hl●メハvww nlhhv goipДⅢnyノ kenkOu生 全kkaLutansmshoュ 09ねJ仏26pd∫
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